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Ⅰ 熊本大学教育学部の現況及び特徴 

１現況 

（１） 学部等名：熊本大学教育学部 

（２） 学生数及び教員数（平成 26 年 5 月 1 日現在） 

：学生数 1,283 人、専任教員数（現員数）： 101 人 

２特徴 

教育学部は、明治 7 年 5 月開校の（県立）仮熊本師範学校等を前身としており、昭和  24 

年 5 月に新制総合大学の熊本大学が設置されたことに伴い、熊本大学教育学部として設置  

され、現在に至っている。  

現在、教育学部には、義務教育の教員を養成する小学校教員養成課程、中学校教員養成課

程、特別支援学校教員養成課程、養護教諭養成課程と社会教育及び福祉等の学校教育以外

の教育専門家養成を目的とした、生涯スポーツ福祉課程（平成  9 年 4 月設置）及び地域

共生社会課程（平成 12 年 4 月設置）を設置している。また、修業年限  1 年の特別支援教

育特別専攻科（入学定員 20 名）、養護教諭特別別科（入学定員 40 名）を併設している。さ

らに関連施設として、附属教育実践総合センターや附属幼稚園、附属小学校、附属中学校、

附属特別支援学校を設置しており、附属教育実践総合センターでは、教育実習関係の指導

のほか、教育相談等、特に教育現場の諸問題に対する対応と実践的研究を行っている。４

附属学校園では、教育、研究のほか、教育実習において学部学生への指導や実習機会の提

供など役割を果たしている。  

第一の特徴は、小学校教員養成、中学校教員養成、特別支援学校教員養成、養護教諭養

成の４つの課程を持つことが挙げられる。小学校教員養成課程、中学校教員養成課程をそ

れぞれ設置しているのは全国でも２大学しかなく、養護教諭養成課程は九州に１大学しか

ない。 

第二の特徴は、複数の免許取得を可能にした副専攻制度である。中学校教員養成課程の

10 学科、教育学・心理学の２専修及び特別支援学校教員養成課程の合計  13 の学科・専修・

課程が、小学校教員養成課程の学生を副専攻として受け入れている。養護教諭養成課程の

学生は養護教諭の一種免許状と中学校及び高等学校の一種免許状（保健）が取得できる。

地域共生社会課程、生涯スポーツ福祉課程は新課程であるが、免許取得も可能で複数免許

取得の方途が開かれている。この複数免許取得により、幅の広い教育的識見を持ち、専門

知識の深さと技能・技術の卓越さを備えた学生を輩出することができる。  

第三の特徴は、１年から４年までの積み上げ方式の教育実習である。他大学との大きな

違いは、附属小・中学校のみならず、一般の協力校の小・中学校の実習を４年生で２週間

行なっていることである。熊本市内の小・中学校の校長会との連携と協力体制が長年続い

ており、より教育現場に密接した教育実習ができる点で評価の高い教育実習である。なお、

熊本市教育委員会との連携で、近隣の黒髪小学校や桜山中学校と連携協力を深めている。 

複数免許取得と教育実習の豊富な機会提供は、高等学校段階では見極められなかった小

学校、中学校、高等学校、幼稚園の教員への自己の適性を４年間の教育実習の中で見定め

ながら学校種を選択できるという利点がある。  

卒業生の教員としての就職先は、熊本県の小・中学校が一番多く、熊本県の小・中学校

教員の一大供給源となっており、小・中学校の管理職や教育委員会の指導主事として活躍

する人材を輩出している。また、県内の高等学校の教員にも進出し、中堅・若手の教員と

して、また管理職として活躍している。このほか、九州各県からの志望者も多く、卒業後、

九州の各県の小・中・高校の教員として活躍している。関西・関東にも進出している。  

地域共生社会課程や生涯スポーツ福祉課程も熊本県内及び九州各県から学生が入学し、

修学の実をあげたあと、それぞれの地域で就職して活躍している。地域共生社会課程では、

中学校教諭の一種免許（社会、家庭、英語）および高等学校教諭の一種免許（地理歴史、

公民、家庭、英語）、そのほか社会教育主事（補）の資格が取得可能である。生涯スポーツ
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福祉課程では、 スポーツプログラマー・健康運動実践指導者及び社会福祉士受験資格や社

会福祉主事の資格、更には中学校教諭の一種免許状（保健体育、技術）及び高等学校の一

種免許状（保健体育、工業、福祉）が取得可能である点が人気の理由でもある。  

このほか、熊本県教育委員会との「教育連絡協議会」や「熊本大学教育学部と熊本市教

育委員会の連携協力会議」を毎年開催し連携を深めている。熊本市の小・中学校の校長会

との友好的な連携も長年続いていて、４年次の協力校に於ける教育実習の制度が長年保た

れているのは、全国的に見ても評価が高い。 

 

３組織の目的 

（１）目的 熊本大学教育学部は、広い視野と深い教養をもった豊かな人間性を基盤とした

教員の養成（学校種別教員養成課程）と地域社会における生涯学習等の指導者の養成（生

涯スポーツ福祉課程及び地域共生社会課程）を目的としている。そのため、教師や地域社

会の指導者として必要な社会的及び専門的知識を習得させ、生涯にわたって自主的な知的

探求心を培う人材を養成することを教育の理念としている。  

 

（２）目標 学部の教育理念に基づいて、教育学部では次のような資質を有する人材の養成

を共通の目標としている。  

１）幅広い知識と高い教養によって、感性豊かで教養力に富み、総合的観点から物事を分

析できる適切な指導力と対応力 (カウンセラー等)の養成 

２）自らの専門性を確立することによって、教科の教育目的を適切に児童、生徒に伝える

ことができる能力の育成  

３）学校現場の諸問題に情熱を持って対応できる能力の育成  

４）教師、保護者及び地域住民とのコミュニケーションがとれる社会性及び協調性の育成  

５）児童、生徒に愛情を持つとともに、障害児教育や福祉及び高齢者問題等にも意欲的に

取り組むことができる能力の育成  

 

・各教育課程別の目標は以下のとおりである。  

小学校教員養成課程は、小学校特有の「教科専門（ 9 教科）」の教育と教員として必要

な生徒指導、教育方法等の「教職専門」の教育などによって、広い教養・視野を持ち、豊

かな人間性と高度の教育実践力を備えた小学校教員の養成を目標としている。  

中学校教員養成課程は、中等教育に関する教科専門教育と教員として必要な生徒指導、

教育方法等の教職専門教育によって、高度の教育実践力を備えた中学校教員の養成を目標

としている。 

特別支援学校教員養成課程は、特別支援教育に関する教科専門教育と教員として必要な

生徒指導、教育方法等の教職専門教育によって、高度の教育実践力を備えた特別支援学校

教員の養成を目標としている。  

養護教諭養成課程は、養護教育に関する教科専門教育と教員として必要な生徒指導、教

育方法等の教職専門教育によって、高度の教育実践力を備えた養護教諭の養成を目標とし

ている。 

地域共生社会課程は、地域社会教育の視点から、学校教育と連携した国際理解及び環境

教育等を通して、地域の国際化、環境保全等を視野に入れた学校教育以外の教育関連専門

家等の養成を目標としている。  

生涯スポーツ福祉課程は、福祉、スポーツ、科学技術、情報、障害児・者、看護、介護

等の専門分野及び教育学部の諸専門分野を有機的に結合し、広く学際化を図ることによっ

て、地域の健康社会の実現と福祉へ貢献できる人材の養成を目標としている。  

 

（３）現況（平成 26 年 9 月 1 日現在） 

①学部名：教育学部 
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②所在地：熊本県熊本市中央区黒髪 2 丁目４０番１号 

③学部等の構成 

・ 学部 

教育学部（計  290 名） 

小学校教員養成課程 （入学定員 110 名）  

中学校教員養成課程 （入学定員 70 名）  

特別支援学校教員養成課程（入学定員   20 名） 

養護教諭養成課程 （入学定員 30 名） 

地域共生社会課程 （入学定員 20 名） 

生涯スポーツ福祉課程  （入学定員 40 名） 

・専攻科：特別支援教育特別専攻科（入学定員 30 名） 

・別科 ：養護教諭特別別科 （入学定員 40 名） 

・ 関連施設 

附属教育実践総合センター  

附属幼稚園 

附属小学校 

附属中学校 

附属特別支援学校 

 

④学生数及び学科の教員数   

ア）学生数（平成 26 年 9 月 1 日現在） 

・ 学部学生数： 1,283 名 

・ 特別支援育特別専攻科： 21 名 

・ 養護教諭特別別科  ：41 名  

  

イ）学科の教員数（現員、平成  26 年 9 月 1 日現在）：101 名 

・国語教育 ：教授 3 名、准教授 2 名  

・社会科教育 ：教授 5 名、准教授 5 名  

・数学教育 ：教授 3 名、准教授 2 名、講師 1 名 

・理科教育 ：教授 5 名、准教授 5 名  

・音楽教育 ：教授 2 名、准教授 1 名、講師 3 名 

・美術教育 ：教授 4 名、准教授 1 名、講師 1 名 

・保健体育 ：教授 6 名、准教授 5 名、講師 1 名 

・技術教育 ：教授 4 名、准教授 1 名  

・家政教育 ：教授 3 名、准教授 1 名、講師 2 名 

・英語教育 ：教授 2 名、准教授 5 名、講師 1 名  

・特別支援教育 ：教授 2 名、准教授 3 名  

・養護教育 ：教授 4 名、准教授 2 名、講師 1 名 （養護教諭特別別科を含む）  

・学校教育 ：教授 5 名、准教授 7 名、講師 1 名 

・附属教育実践総合センター：教授  2 名 

 

 

このほか教育学部には、特別支援教育特別専攻科と養護教諭特別別科がある。  

特別支援教育特別専攻科は、修業年限１年で入学定員は  20 名である。知的障害教育専

攻のなかに、一種免コースと専修免コースを設けている。現職教員、学部卒業生を対象に

特別支援学校教員の養成を目的としている。受験資格は、一種免コースは小中高幼教諭の

普通免許状を有する者、専修免コースは普通免許状と特別支援学校教諭一種免許状を有す

る者となっている。この専攻科には、熊本県教育委員会から「特別支援教育」国内留学派
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遣の制度により、毎年現職教員の派遣が行なわれている。  

養護教諭特別別科は、修業年限１年、入学定員  40 名である。看護を基礎にもつ養護教

諭の育成を目的とする。受験資格は看護師の免許取得者で、１年の修業期間で養護教諭の

一種免許状が取得できる。養護教諭特別別科は教育学部ではなく、熊本大学に附設された

教育機関であるが、そのスタッフ２名は教育学部に所属し、別科の教育課程運営に必要な

非常勤講師を教育学部の教員の支援により補っている。養護教諭特別別科運営委員会を教

育学部に設け、審議と運営を行なっている。  
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１．教育の目的と特徴 

 

熊本大学教育学部は、「広い視野と深い教養をもった豊かな人間性を基盤とした教員の

養成と地域社会における生涯学習等の指導者の養成のため、教員や地域社会の指導者とし

て必要な基礎的・専門的な知識・技術を修得させ、併せて主体的な課題探究能力を育成す

ること」をその理念・目的としている。また、本学部の教育の特徴としては次の諸点があ

る。 

１．義務教育に対応するすべての機能を備えた 4 つの教員養成課程（小学校教員養成課程、

中学校教員養成課程、特別支援学校教員養成課程、養護教諭養成課程）を維持している

こと。 

２．小学校、中学校、特別支援学校の各教員養成課程については、副専攻制度等により複

数免許の取得を可能にしていること。特に、近年需要が高まっている特別支援学校教員

免許については、特別支援コア科目を開設し、他課程からの取得を促進していること。 

３．附属学校園及び実習協力校との緊密な連携の下、1～4 年次の積み上げ方式の教育実習

を実施し、理論と実践の往還に基づき実践的指導力を高める体制を整えていること。 

４．教育委員会等と連携し、ユア・フレンド事業（不登校児童・生徒への支援活動）、フレ

ンドシップ事業（公民館等での子どもを対象とする活動）、スクールトライ事業（連係

協力校での学校行事等の体験）、教員インターンシップ事業等、多様な体験活動の機会

を設けていること。 

５．新入生に対する学生生活支援講座、シニア教授（元学校管理職）による社会連携科目、

2 年次からの教員採用試験対策講座、合宿研修等、キャリア教育が充実していること。  

６．附属学校園との連携に基づく指導要領シンポジウム、現職教員を対象とする研修（教

育委員会主催）への学生の参加等、養成と研修の一体化に向けた取り組みを行っている

こと。 

７．学生が以上のような多彩な教育機会を有効に利用できるよう、学びのポートフォリオ

を用いた指導等、4 年間の学びを見通し・振り返るための工夫をし、 4 年次後期の教職

実践演習でその成果を最終的に確認する体制を整えていること。  

 

[想定する関係者とその期待 ] 

教育に関心を持つ受験生、本学部の在学生、卒業生、卒業生の就職先、教育委員会、学

校教育・社会教育関係者等を関係者として想定し、教育に関する多様な学びの機会の充実、

理論と実践の往還を通じた実践的指導力の向上、現代的教育課題への対応等に関する期待

に応える必要があると考えている。 
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２．優れた点及び改善を要する点の抽出 

【優れた点】 

 教育の実施体制に関しては、教員養成機能充実委員会を設置し、ミッションの再定義に掲げた実践的

カリキュラムへの転換に向けた改革を推進する体制を整えた点、元学校管理職等のシニア教授・准教授

の任用を進め、教職意識の高揚やキャリア教育の充実に向けた体制を整えた点が特に優れている。  

 教育内容・方法に関しては、社会のニーズに応え特別支援免許取得の拡充を図った点や、教員養成プ

ログラム全体の体系性を示す配置図を作成したり、4年間の学びを見通し、振り返るための学びのポー

トフォリオを作成した点が特に優れており、授業アンケートの結果も全項目で改善されている。 

 学業の成果に関しては、履修・卒業・免許取得等の状況はいずれも良好であり、授業科目ごとの目標

の達成度や授業の有意義さに関するアンケート結果も良好である。履修カルテの分析の結果、教員とし

ての力量も確実に高まっている。 

 進路・就職の状況に関しては、過去 5 年で大きく改善されており、平成 25 年度卒業者の進学率は

11.1％、就職率は 90.4％（就職希望者中）、教員採用率は 64.9％（9月時点・臨時採用を含む）である。 

 学部の教育に対する附属学校園の貢献に関しては、学部・附属学校連携協力会議等での協議に基づき、

過去 5年で 4回の学習指導要領シンポジウム、2回の教員養機能充実シンポジウムを開催したほか、学

部への実地指導講師の派遣が推進されている点が特に優れている。 

    

【改善を要する点】 

 授業アンケートの結果、授業外の学習時間については次第に改善されているが、若干不足している。

また、教員採用試験の受験率、教員採用率については一層の伸びが期待される。 

 

 

３．観点ごとの分析及び判定 

分析項目Ⅰ 教育活動の状況 

観点 教育の実施体制 

(観点に係る状況) （中期計画番号 K12,13,14,16,18,19,21,40,72,74,82） 

○教員組織編成や教育体制の工夫とその効果 

 専任教員は各学科（課程・専攻・専修等）に所属しており、専門分野の研究レベルを維持しながら学

生の指導にあたることができる（資料 A-1-1-1）。教育に関わる委員会としては、教務委員会、教育実

習委員会、厚生・就職委員会、評価・ＦＤ委員会等に加え、幼稚園教育課程運営委員会、小学校課程運

営委員会、中学校課程運営委員会が設けられ、教育上の諸課題や課程全体の運営方針が効率よく審議さ

れている（資料 A-1-1-2）。 

 

（資料 A-1-1-1）各学科の教員数（平成 26年 10月 1日現在） 

学科
等 

国語 社会 数学 理科 音楽 美術 
保健
体育
＊1 

技術 家政 
英語
＊2 

学校
教育 
＊3 

特別
支援 

養護
教諭 

実践
セン
タ 
ー 

定員 6 10 6 10 6 6 12 5 6 8 13 5 8 3 

現員 6 10 6 10 6 6 12 5 6 8 13 5 7 2 

 ＊1 生涯スポーツ福祉を含む ＊2旧外国人教師枠を含む ＊3 教育学専修と心理学専修の計 

（出典：平成 26年 4月 6日教授会資料に基づき作成） 
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（資料 A-1-1-2）各種委員会一覧（教育関連） 

委員会名 構成員 

企画委員会 委員長（副学部長）1名＋各学科委員 16 名 

予算・施設委員会 委員長（副学部長）1名＋各学科委員 16 名 

評価・FD委員会 委員長（教授会選出）1名＋各学科委員 16名 

教務委員会 委員長（教授会選出）1名＋各学科委員 16名 

厚生・就職委員会 委員長（教授会選出）1名＋各学科委員 16名 

教育実習委員会 委員長（教授会選出）1名＋各学科委員 17名（実践センターを含む） 

入試委員会 
委員長（副学部長）1名＋入試委員 2名（教授会選出）＋教務委員長 1
名＋委員 1名（教務委員会推薦） 

人権教育委員会 
関連学科委員 4 名＋教務委員長 1 名＋セクハラ相談員 1 名＋委員長推
薦 1名 ※委員長は委員会互選 

国際交流委員会 
委員長（教授会選出）1名＋副学部長 1名＋各系委員 6名＋委員長推薦
2名＋国際化推進センター委員 1名 

教育活動推進委員会 
学部長 1 名＋副学部長 2 名＋実践センター長 1 名＋評価・FD 委員長 1
名＋各系委員 5名 

小学校課程委員会 副学部長 1名＋関係学科・各系委員 7名 

中学校課程委員会 副学部長 1名＋関係学科・各系委員 4名 

幼稚園教育課程運営委員会 副学部長 1名＋教務委員長＋附属幼稚園長＋各系委員 4名 

（出典：平成 26年度専修主任・各種委員等名簿に基づき作成） 

 

○多様な教員の確保の状況とその効果 

 教員人事は、各学科・コース等からの発議に基づき、人事委員会、選考委員会、教授会での慎重な審

議を経て行われている。近年、教育現場での経験を持つ教員（過去 5年で 4名）や海外での教育研究歴

のある教員（過去 5年で 4名）の採用が増えるなど、多様な人材の確保が進んでいる。また、小・中学

校の管理職経験者等をシニア教授・准教授（平成 26年 4月現在 5名在籍）、客員教授として採用してお

り、学生の教職意識を高め、教育実習の支援や採用試験対策を行う上で大きな力となっている（資料

A-1-1-3、A-1-1-4）。 

 

（資料 A-1-1-3）シニア教授（学生支援室担当）の主な業務 

名称 内容・題目等 

学生生活支援講座（1年次・前期） 教育学部での学び方・教員としての資質の高め方等 

社会連携科目（1年次・後期） 教師への道 

社会連携科目（2年次・前期） 教師の仕事 

教育実習オリエンテーション（1
～4年次） 

学生支援室の利用方法等 

指導案作成・模擬授業・採用試験
対策等に関する相談 

学生支援室にて随時受付 

教員採用試験対策講座（1～3 年
次・修士 1年次） 

基礎講座・1次対策・2次対策 

教員採用試験対策講座（4 年次・
修士 2年次・別科） 

マナー・願書の書き方・集団討論・個人面接・模擬授業・1次模試・
2次試験直前集中講座 

（出典：教員採用対策ハンドブック等に基づき作成） 
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（資料 A-1-1-4）教員採用対策ハンドブック・教員採用試験対策講座日程表 

  
（出典：同ハンドブック及び厚生・就職員会資料） 

○入学者選抜方法の工夫とその効果 

 本学部では平成 22 年度入学試験より、受験者の負担を軽減し、教職を志望する学生を幅広く集める

ことを主なねらいとして一般入試（前期日程）を 3科目から 2科目選択へと変更した。その結果、本学

部の入学試験の志願倍率（学部計）は、変更前の平成 21年度が 2.6倍であったのに対し、平成 22～25

年度は 3.0～3.4倍と概ね志願者増となり（資料 A-1-1-5）、学力レベルも一定水準を維持している。ま

た、生涯スポーツ福祉課程では平成 27年度入学試験より障がい者枠を設けることにしている。 

（資料 A-1-1-5）教育学部入学試験の志願倍率（学部計） 

年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

志願倍率 2.6 3.0 3.4 3.1 3.1 

（出典：入学試験に関する調査・統計に基づき作成） 

○教員の教育力向上や職員の専門性向上のための体制の整備とその効果 

 全学 FD 委員会の規定に従い、授業改善のためのアンケート、授業実施報告書作成、授業参観を実施

している。本学部のアンケートの実施率は対象科目の約 9割と高く、9割近くの教員が授業実施報告書

を提出している。授業参観はほぼ全学科で行われ、半数以上の教員が参加している。また、評価・FD

委員会により、教員養成担当者としての力量を高めるための多様な研修機会や手法が整理され、情報提

供されている（資料 A-1-1-6）。これらの取り組みにより教員の教育力が高まり、後述するように授業

アンケートの結果が改善されている。 

（資料 A-1-1-6）教員養成担当者としての力量を高める機会 
カテゴリー 名称 概要 効果 

シンポジウム 

学習指導要領シンポ

ジウム 

 附属学校教員と連携

した分科会の開催 

 学校教育全体に関わる新たな動向を知ることがで

きる。 

 教科教育等の新たな動向を知ることができる。 

教員養成機能充実シ

ンポジウム 

 教員養成機能の強化

に向けた各事業(教育

実習改革、カリキュラ

ム開発等)の報告 

 文部科学省の教育行政に関する考え方や県教委・

市教委の取り組みと方向性、学部や附属学校の教

育や実習等に関する新たな動向を知ることができ

る。 
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指導・助言 

研究指定校や校内研

修での指導助言 

 研究授業の参観及び

校内研修での助言 

 学校現場での授業改善の取り組みを知ることがで

きる。 

 助言の準備、研究授業の観察、授業検討会での討

論、助言等を通して、自分の講義の展開の仕方等

を改善することができる。 

教育センターの研究

員や研修受講教員に

対する指導助言 

 研究員の授業参観及

び研究協力 

 現職の先生方への講

義 

 学校現場での授業改善の取り組みを知ることがで

きる。 

 現職の先生方の講義と実習の反応、質問、感想等

により、講義内容や実習方法を改善することがで

きる。 

教育系の研究会での

指導助言 

 研究授業の参観及び

校内研修での助言 

 現場の教員との交流 

 学校現場での授業改善の取り組みを知ることがで

きる。 

 現場の教員の悩みや問題点、教育研究の方向性を

取り入れて大学の授業の改善に資することができ

る。 

 交流を通じて、現場の教育の課題となっている点

を知ることができる。 

教員免許状更新講

習・教員免許法認定

講習・教育センター

研修(10 年経験者研

修等を含む) 

 現職教員向けの講

習・研修の担当 

 現職教員のニーズを把握し、教員養成の課題を再

検討できる。 

 現職の先生方とのディスカッションや質問、試験

での解答により自分自身の授業内容や授業方法

を改善することができる。 

教員研修会や実技研

修会での講演や指導

助言 

 教科内容に関する講

演や実技に関する指

導助言 

 現職教員が抱える悩みや課題について知ること

ができる。 

教育委員会・

教育現場等と

の連携・支援 

現職教員と連携した

授業実践 

 地域教材開発や協力

校教員と連携した授

業実践 

 現職教員が困っていることや必要としている教

材を知ることにより教材開発の視点を得ること

ができる。 

現職教員との共同研

究 

 現職教員との実践的

な共同研究 

 教員養成の在り方について検討を行うことがで

きる。 

 教員との共同研究を通じてお互いが抱える問題

意識や課題などの共有を図ることができる。 

夏休み自由研究相談

教室 

 教員養成における教

育活動の一環とし

て、大学教員、学部

生、大学院生が小中

学生および現職教員

からの夏休み自由研

究に関する相談に対

応 

 学校現場での自由研究への取り組みや指導する

現職教員が抱える悩みや課題について知ること

ができる。 

専任教諭不在校での

キャリア教育支援 

 専任教諭以外でもキ

ャリア教育の実践が

可能となる支援活動 

 ものづくり教育を通じて、児童・生徒の将来設計

能力や情報収集能力および人間関係形成能力の

育成手法について助言。 

各種機関との連携事

業への参加(学校教

育外活動への参加) 

 学校外機関による教

材開発に対する情報

提供及び実践協力 

 各種講習会での講話 

 ものづくりフェアな

どでの指導 

 学校現場及び大学、学校外機関との連携を図るこ

とができる。 

 様々な教育現場で実際に起こった事故や現職教

員が抱える悩みや課題について知ることにより、

授業改善の視点を得ることができる。 

 学生の教員としての指導力を実践の場で確認す

ることができる。 

附属学校園教員との

連携 

 附属学校園の児童生

徒を対象とした授業

研究や指導 

 附属特別支援学校の

児童を対象とした体

験活動 

 附属学校園の先導的教育研究と連携し、その理

論・方法・効果を研究することができる。 

 障がいに配慮した教材準備の必要性や支援方法

を知ることができる。 

 教科教育における特別支援教育の視点を得るこ

とができる。 

研究会・学会 

現職教員との定例教

育研究会・学会 

 現場教員と卒業生お

よび学生たちとの定

期的な教育研究会・学

会 

 学校現場での授業研究や授業改善の取り組みを知

ることができる。 

 現職教員が抱える悩みや課題について知ることが

できる。 
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 現職教員、大学教員、

学部学生院生が一体

となって、教材研究や

研究活動の相互啓発

を行う 

 大学教員の授業改善、学部学生院生への教育効果、

モチベーション高揚に効果がある。 

教育系(民間団体、自

主的サークル含む)

の研究会・学会・協

議会(日本教育大学

協会等を含む)の開

催・参加 

 課題研究発表及び自

由研究発表への参加 

 大学における授業実

践発表 

 大学の研究成果を学校現場と共有できる。 

 各大学の授業の実際を知ることができる。 

 教育実践、生活指導実践、授業研究、カリキュラ

ム開発、進路指導など、最前線の緊急課題、斬新

的な実践報告を把握することができるともに、理

論的提案の有効性に議論することができる。 

卒業生との連

携 

OB・OGとの研究会・

交流会 

 卒業生および在学生

による研究発表会、

卒業生の仕事上の近

況報告を兼ねた話題

提供、在学生による

教材研究、卒業研究、

修士研究の紹介 

 ゼミ OB・OG と学部学

生及び教員の交流 

 学校現場における授業の実態を知ることや教材

研究の視点を得ることができる。 

 現職教員(定年退職した教員も含む)が抱える悩み

や課題、考え方について知ることができる。 

 学校現場や教員養成に関する課題を把握するこ

とができる。 

 授業内容・方法の改善に生かすことができる。 

学科同窓会との合同

行事 

 学科の同窓会と連携

した行事参加(美術科

同窓会展など) 

 教員養成に関する実践的な情報を同窓生より得る

ことができる。 

授業・実習 

教職実践演習及び現

地調査 

 教職実践演習の担当

及び現地調査の引率 

 教員養成全体の課題を把握することができる。 

 学生の教育実習体験後の問題意識を把握でき、講

義内容等改良できる。 

教育実習時の参観指

導・教育実習後の研

究会 

 教育実習の成果と課

題についての話し合

い 

 実習との関係から講義内容を見直すことができ

る。 

 教育実習の改善、実習指導に関する意見交換がで

きる。 

大学院における授業

実践研究 

 大学院生が開発した

授業の参観及び助言 

 附属学校との協力のもと教師の専門性向上につい

て考えることができる。 

授業における学生へ

のコメント調査・学

生との交流会 

 授業に対する学生の

コメント収集 

 授業内容の不断の見直しができる。 

現職派遣教員及び県

教育委員会等との交

流 

 修論発表会への県教

委担当者の参加と講

評 

 現職派遣教員及びその派遣に関わる県教育委員

会担当部署との意見交換 

最終講義  テストの翌週に講義

を行う 

 テスト内容の解説、評価基準や規準、講義の目標、

復習の観点、教員養成カリキュラムにおける本講

義の成果の位置づけなどを概説することで、他の

講義の布石とすることができる。 

全学生・教員参加型

の宿泊実習 

 学科所属の全教員・学

生が参加する宿泊体

験型の実習 

 教員・学生の一体感が醸成される。 

 多くの情報を共有することができる。 

会議 定期的なランチ・ミ

ーティング 

 学科教員全員参加に

よる毎週 1 回のミー

ティングを開催 

 昼食時間を利用し自由な意見交換を行うことがで

きる。 

 授業改善、学生の動向など様々の情報を共有する

ことができる。 

調査・研究 科研による教員養成

カリキュラムの分

析・調査 

 教員養成の在り方検

討 

 教員養成全体の課題を把握することができる。 

（出典：評価・FD委員会資料） 

○教育プログラムの質の保証・質の向上のための工夫とその効果 

 平成 24年度から学部執行部、各委員会等の代表を構成員とする教員養成機能充実委員会が設置され、

教育プログラム全体の改善策を効率的に審議できるようになった。このことにより、改革プロジェクト

の採択・実施、実践型カリキュラムへの転換、特別支援学校教員免許の取得拡充、キャリア教育の推進

等の取り組みが推進された。その成果については、教員養成機能充実シンポジウムや報告書等を通じ情

報発信している（資料 A-1-1-7）。  
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（資料 A-1-1-7）取り組みの成果を示す報告書 

  
（出典：教員の資質向上に係る先導的取組支援事業報告書、教員養成機能充実シンポジウム（第 2弾）

報告書） 

 

（水準） 

 期待される水準を上回る。 

 

（判断理由） 

 教育の実施体制に関しては、教員養成機能充実委員会を設置し、ミッションの再定義に掲げた実践的

カリキュラムへの転換に向けた改革を推進する体制を整え、過去 5年で 4回の学習指導要領シンポジウ

ム、2回の教員養機能充実シンポジウムを開催した点、元教育管理職等のシニア教授・准教授の任用を

進め、教職意識の高揚やキャリア教育の充実に向けた体制を整えた点が特に優れているため、期待され

る水準を上回ると判断した。 

 

 

観点 教育内容・方法 

（観点に係る状況）（中期計画番号 K03,14,15,18,17,19,21,27,28,29,30,31,32） 

○体系的な教育課程の編成状況 

 学部では学科（課程・専攻・専修）別に学位授与の方針とカリキュラム編成方針が定められ、これに

基づきカリキュラムが編成されている。また、学習成果に基づくカリキュラムマップが作成され、体系

性、段階性、個別化等の観点からその検証が行われ、その妥当性が裏付けられている（資料 A-1-2-1）。

さらに、教育実習や大学外での体験活動を含めた教員養成プログラム配置図（資料 A-1-2-2）や４年間

の学びを見通し・振り返るためのポートフォリオを作成するなど、学部独自の工夫をしている（資料

A-1-2-3）。 
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（資料 A-1-2-1）カリキュラム・マップの検証結果（小学校課程） 

 
（出典：学習成果に基づく学士課程教育プログラムカリキュラム・マップの検証（平成 25年 3 月 29

日）に関する回答文書） 

（資料 A-1-2-2）教員養成プログラム配置図 

（出典：教員養成機能充実シンポジウム（第 2弾）報告書） 
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（資料 A-1-2-3）教育学部 学びのポートフォリオ 

 

（出典：同ポートフォリオ） 

 

○社会のニーズに対応した教育課程の編成・実施上の工夫 

 教育委員会等と連携し、各教科等の実践的指導力や特別支援、いじめ・不登校、心身の健康などの現

代的教育課題への対応力を高める取り組みを行い、これを教員養成プログラムの中に組み込んでいる

（資料 A-1-2-2（前掲））。また、近年急速に需要が高まっている特別支援学校教員免許については、特

別支援コア科目を開設し、他課程からの取得を促進している（資料 A-1-2-4）。 
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（資料 A-1-2-4）特別支援学校免許取得の手引き 

  

（出典：同手引き） 

○国際通用性のある教育課程の編成・実施上の工夫 

 教養教育の外国語科目として、ネイティブ・スピーカーによる英会話コース、リスニングコース、リ

ーディングとライティングを中心とするコース、CALL コースを設けている。また、国際交流委員会の

支援の下、英語圏、中国語圏などの大学（交流協定校）への留学生派遣や受け入れ（大使館推薦による

教員研修留学生を含む）、研究交流等が盛んに行われており、毎年報告会が開かれている。また、平成

25～26年度の海外派遣留学生は 6名、平成 26 年度に本学部に在籍した外国人留学生（特別聴講学生・

研究生）は 27名である（資料 A-1-2-5）。 
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（資料 A-1-2-5）教育学部国際交流通信「水輪」 

  
（出典：同通信） 

○養成しようとする人材像に応じた効果的な教育方法の工夫 

本学部では、養成しようとする人材像を明示した学位授与の方針とカリキュラム編成方針等に基づき、

授業計画書（シラバス）を作成し、授業を実施している。また、平成 24・25 年度にはシラバスチェッ

クが行われ（資料 A-1-2-6）、特に改善を要する点が「シラバス作成上の留意点」として周知された結

果、学習目標や評価基準がより明確に記載されるようになった。さらに、授業改善のためのアンケート

や授業参観等を通じ、各教員が教育方法の改善に努め、その成果と課題を毎年授業実施報告書や授業参

観実施報告書にまとめている。その結果、授業アンケート（授業方法に関する設問を含む）の結果は良

好であり、しかも年々改善されてきている（資料 A-1-2-7）。 

（資料 A-1-2-6）教育学部のシラバスチェック結果 

 
（出典：シラバスチェック実施報告書（平成 26年 3月）） 
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（資料 A-1-2-7）授業アンケートの結果の経年変化 

  
（出典：授業改善のためのアンケート実施報告書） 

 

○学生の主体的な学習を促すための取組 

 新入生ガイダンスや学科別履修説明会では、毎年更新されるスライドや配布資料に基づき丁寧な指導

が行われている（資料 A-1-2-8）。また、学生がそれぞれの適性に応じて教員としての資質を高めてい

けるよう、教員養成プログラム配置図やポートフォリオを作成し、学生生活支援講座等で活用している

（資料 A-1-2-2（前掲）、資料 A-1-2-3（前掲））。シラバスチェックの結果、ほとんどの授業科目の授業

計画書で予習・復習に関する指示が適切に行われており（資料 A-1-2-6（前掲））、授業時間外での学習

時間も伸びを見せている（資料 A-1-2-9）。加えて、講義棟に自習スペースを設けたり、授業のない時

間帯に自習に使える教室を指定するなどの工夫も行っている。 
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（資料 A-1-2-8）新入生組別ガイダンス用スライド 

 
（出典：新入生組別ガイダンス用資料） 

（資料 A-1-2-9）授業時間外での学習時間の経年変化 

 
（出典：授業改善のためのアンケート実施報告書） 
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（水準） 

 期待される水準を大きく上回る。 

 

（判断理由） 

 教育内容・方法に関しては、社会のニーズに応え特別支援免許取得の拡充を図った点、教員養成プロ

グラム全体の体系性を示す配置図を作成した点、4年間の学びを見通し、振り返るための学びのポート

フォリオを作成した点、教員養成担当者の力量形成のための研修機会に関する情報提供を行っている点

などが特に優れており、授業アンケートの結果も全項目で改善されているため、期待される水準を大き

く上回ると判断した。 
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分析項目Ⅱ 教育成果の状況 

観点 学業の成果 

（観点に係る状況）（中期計画番号 K03,14,16,17,32） 

○履修・修了状況から判断される学習成果の状況 

 学科（課程・専攻・専修）別に定められた学位授与の方針とカリキュラム編成方針、期待される学習

成果に基づき、各授業科目にふさわしい成績評価基準・方法が検討され、授業計画書（シラバス）に明

記されている。成績評価にあたっては、大学全体の指針に則り、その厳格性、一貫性を保つよう配慮し

ている。成績分布に関しては、評価・FD 委員長の下にデータを集める一方、各課程・学科等での自己

点検を求めている。学生からの質問・疑問や異議申立てについては定期試験ごとに受付期間を設け、掲

示にて連絡しているが、異議申立てに至ったケースはない。 

 卒業認定基準は教育学部規則及び履修案内に明記してあり、新入生ガイダンスでも説明している。卒

業論文に関しては、関連規則が学生便覧に示されており、着手届や題目変更、論文提出等に関する具体

的指示はその都度掲示によって行われている。 

 過去 5年間の単位修得、留年、休学、退学・除籍、学位授与等の状況に大きな変化は見られず、概ね

順調に学習が行われているものと判断される（資料 A-2-1-1）。 

（資料 A-2-1-1）単位修得、留年、休学、退学・除籍、学位授与等の状況 

項目 H21 H 22 H 23 H 24 H 25 備考 

単位取得率（％） 89.3 87.1 87.0 88.2 89.6 年度実績 

留年者数（人） 35 45 51 51 32 年度実績 

休学者数（人） 14 13 13 8 16 5月 1日現在 

退学・除籍者数（人） 9 10 8 12 10 年度実績 

学位授与数（件） 290 302 304 301 307 年度実績 

標準修業年限内卒業・修了率(%) 86.71 88.85 90.45 89.64 91.61 年度実績 

標準修業年限×1。5年内卒業・修了率(%) 88.51 94.06 94.94 94.26 96.82 年度実績 

（出典：熊本大学データ集・大学年報・卒業判定資料等に基づき作成） 

○資格取得状況、学外の語学等の試験の結果、学生が受けた様々な賞の状況から判断される学習成果の

状況 

 免許・資格取得の状況にも大きな変化は見られず、ひき続き順調である（資料 A-2-1-2）。芸術・ス

ポーツ活動等も活発化している（資料 A-2-1-3）。学生の受賞として、日本理科教育学会九州支部大会

発表論文賞（理科）、日本産業技術教育学会学会長賞（技術科）、九州音楽コンクール金賞、最優秀賞（音

楽科）、二紀会奨励賞（美術科）、ソロプチミスト日本財団社会ボランティア賞（特別支援）、全国国立

大学柔道優勝大会 3位入賞（スポーツ福祉）、都道府県対抗・学生観光 PRアワードグランプリ（観光庁

長官賞）（地域共生）などがあり、多方面の活躍を裏付けている。 

（資料 A-2-1-2）学生の免許・資格取得の状況 

免許種 H21 H 22 H 23 H 24 H 25 備考 

教員免許全体* 251 260 227 255 256 

*教員免許取得

者全体の実人数 

小学校 175 196 166 185 182 

中学校 169 188 161 174 181 

高等学校 197 197 185 181 184 

特別支援 26 22 19 24 26 

幼稚園 78 68 55 56 60 

司書教諭 57 45 59 31 ＊ 

社会福祉主事 2 0 0 4 0 

社会福祉士 6 2 1 4 9 

（出典：熊本大学データ集・大学年報等に基づき作成） 
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（資料 A-2-1-3）学生の芸術・スポーツ活動等の状況 

年度 
芸術作品・演奏 スポーツ活動 

その他 合計 
日本語 英語 国内 国際 

H21 11 0 5 0 0 16 

H22 13 0 4 0 0 17 

H23 20 0 4 0 0 24 

H24 21 0 5 0 0 26 

H25 23 0 7 0 0 30 

 （出典：個人調書（教員）に基づき作成） 

○学業の成果の達成度や満足度に関する学生アンケート等の調査結果とその分析結果 

 授業改善のためのアンケートの結果は、本学部ではほとんどの項目で良好であり、全項目において改

善傾向が見られる（資料 A-1-2-7（前掲））。授業の目標の達成度や授業への満足度（有意義さ）も上昇

しており（資料 A-2-1-5）、自由記述を含むアンケート結果を踏まえた授業改善が行われていることを

物語っている。また、平成 25 年度学部卒業生について履修カルテの分析を行った結果、教員としての

資質が順調に伸びていることが明らかになった（資料 A-2-1-5）。 

 

（資料 A-2-1-4）授業の目標の達成度に関するアンケート結果の経年変化 

 

（出典：授業改善のためのアンケート実施報告書に基づき作成） 
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Q6:あなた自身は，授業の目標をどの程度達成したと思いま

すか。（1:十分達成できた～4:全く達成できなかった）
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（資料 A-2-1-5）授業の有意義さに関するアンケート結果の経年変化 

 

（出典：授業改善のためのアンケート実施報告書に基づき作成） 

（資料 A-2-1-6）履修カルテの分析結果（小学校課程） 

 
（出典：教員の資質向上に係る先導的取組支援事業報告書） 

 

（水準） 

 期待される水準を上回る。 

 

（判断理由） 

 学業の成果に関しては、履修・卒業・免許取得等の状況はいずれも良好であり、芸術・スポーツ活動

等も活発に行われている。授業の目標の達成度や授業への満足度（有意義さ）に関するアンケート結果

1.55

1.6

1.65

1.7

1.75

1.8

1.85
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Q8:全体として、この授業はどの程度有意義でしたか。

（1:非常に有意義だった～4:全く有意義ではなかった）
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も良好であり、履修カルテの分析の結果、教員としての力量も確実に高まっていると考えられるため、

期待される水準を上回ると判断した。 

 

 

観点 進路・就職の状況 

（観点に係る状況）（中期計画番号 K03,16,21） 

○進路・就職状況、その他の状況から判断される在学中の学業の成果の状況 

 卒業者の進路状況は概ね順調である。学部全体の推移としては、大学院への進学率が平成 21 年度

20.0%、平成 22年度 14.6%、平成 23年度 12.2%、平成 24年度 9.6%、平成 25年度 11.1%とここ数年やや

低下する一方、就職率は平成 21年度 84.1%、平成 22年度 85.3%、平成 23年度 77.2%、平成 24年度 84.2%、

平成 25 年度 90.4%と概ね上昇傾向にある（資料 A-2-2-1）。平成 25 年度の場合、就職先の内訳（業種）

は教育・学習支援が 61.2%を占めている。教員養成課程卒業者の教員採用率（卒業年の 9月時点での集

計・臨時採用を含む）は、平成 21 年度卒が 40％台後半であったのに対し、平成 22、23 年度卒が 40％

台後半、平成 24、25年度は 60％台と過去 5年間で着実に伸びを見せている（資料 A-2-2-2）。なお、学

部で独自に行った追跡調査の結果、卒業時点では採用率が低かった平成 21 年度の卒業生も、数年後に

は採用試験に合格する者が多く、平成 26年 9月時点の採用率は 62.7％まで上昇していることがわかっ

た（資料 A-2-2-2（前掲））。 

 

（資料 A-2-2-1）平成 25年度学部卒業者の進路状況 

区分 
卒業者数

A 
 (人) 

進学者数
B  

(人) 

進学率
B/A 

（％） 

就職希望
者数 C 
(人) 

就職者数
D 

(人) 

就職率 
D/C 

（％） 

教育学部全体 307 34 11.1 251 227 90.4 

小学校教員養成課程 112 13 11.6 97 86 88.7 

中学校教員養成課程 74 10 13.5 54 46 85.2 

特別支援学校教員養成課程 23 4 17.4 18 18 100 

養護教諭養成課程 32 2 6.3 30 26 86.7 

地域共生社会課程 23 1 4.3 18 18 100 

生涯スポーツ福祉課程 43 4 9.3 34 33 97.1 

 （出典：熊本大学データ集・大学年報等に基づき作成） 

（資料 A-2-2-2）教員養成課程卒業者の教員採用率（臨時採用を含む） 

教員採用率 平成 21年度卒 平成 22年度卒 平成 23年度卒 平成 24年度卒 平成 25年度卒 

卒業年の 9月 46.5％ 58.0％ 57.1％ 62.1％ 64.9％* 

平成 26年 9月 64.0% 65.0% 60.9% 63.4% *未確定 

（出典：厚生・就職委員会資料等に基づき作成） 

○在学中の学業の成果に関する卒業・修了生及び進路先・就職先等の関係者への意見聴取等の結果とそ

の分析結果 

 卒業者や就職先等へのアンケート調査としては、平成 21 年度に全学で実施されたものがあるが、学

部別の分析は行われていない。県・市教育委員会等、採用側からの意見は、教員養成機能充実シンポジ

ウム等で学部全体として受け止め、改善につなげる体制を取っている（資料 A-1-1-7（前掲））。 

 

（水準） 

 期待される水準を上回る。 

 

（判断理由） 

 進路・就職の状況に関しては、過去 5 年で大きく改善されており、平成 25 年度卒業者の進学率は

11.1％、就職率は 90.4％（就職希望者中）である。また、教員採用率は 64.9％（9 月時点・臨時採用

を含む）と全国の教員養成系大学では平均的な数値であるが、教員採用の状況が厳しい九州地区では非

常に健闘していると考えられるため、期待される水準を上回る判断した。 
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分析項目Ⅲ その他 
観点３ 学部の教育目的に対する附属学校園の貢献 

（観点に係る状況）（中期計画番号 K18） 

 附属学校園との連携に関する協議の場として、学部・附属学校連携協力会議が毎年開催されており、

学部の教育目的に対する附属学校園の貢献についても教育実習の実施方法の改善等の方策が話し合わ

れている。附属学校園では、積み上げ方式の教育実習の実施にあたり、2 年次教育実習、3 年次教育実

習、4年次教育実習（副免実習）等の実施に全面的に協力している（資料 A-2-3-1）。また、附属学校園

の教員を学部の授業に実地指導講師として招き、実践的指導力の向上を図る取り組みや、附属学校にお

ける研究授業を学部の授業の一環として活用するなどの取り組みも行われている（資料 A-2-3-2）。さ

らに、教科教育を中心に、幼・小・中連携を視野に入れたカリキュラム開発に関する共同研究が学部・

附属で継続的に実施されており、その成果は平成 22 年度から毎年開催されている学習指導要領シンポ

ジウム（旧：新学習指導要領キックオフシンポジウム）にて社会一般に向け発信されている（資料

A-2-3-3）。 

 

（資料 A-2-3-1）教育実習日程 

 
（出典：教育実習委員会資料） 

 

（資料 A-2-3-2）附属学校園からの実地指導講師任用（平成 26年度） 

科目名 附属校園名 教員数 

数学科教育 IB 附属中学校 1 

中等理科教育法Ⅲ 附属中学校 2 

保健体育科教育Ⅰ 附属中学校 1 

保健体育科教育Ⅲ 附属中学校 1 

体育科教育 A組 附属小学校 2 

体育科教育 B組 附属小学校 2 

技術科教育Ⅰ 附属中学校 1 

中等家庭科教育Ⅰ 附属中学校 1 
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英語科教育演習Ⅰ 附属中学校 1 

特別支援教育概論 附属特別支援学校 1 

幼児教育指導法 附属幼稚園 4 

教職実践演習（幼・小） 附属小学校 1 

教職実践演習（中・高） 附属中学校 1 

（出典：教務委員会資料に基づき作成） 
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（資料 A-2-3-3）学習指導要領シンポジウムちらし・報告書 

   
（出典：同ちらし・報告書） 

 

（水準） 

 期待される水準を大きく上回る。 

 

（判断理由） 

 学部の教育に対する附属学校園の貢献に関しては、学部・附属学校連携協力会議等での協議に基づき、

過去 5年で 4回の学習指導要領シンポジウム、2回の教員養機能充実シンポジウムを開催したほか、学

部への実地指導講師の派遣が推進されている点が特に優れているため、期待される水準を大きく上回る

と判断した。 
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４．質の向上度の分析及び判定  

（１）分析項目Ⅰ 教育活動の状況 

（記述及び理由） 

「重要な質の変化あり」 

 大きく改善、向上している。 

 教育の実施体制の面では、平成 23 年度に教員養成機能充実委員会を設置し、ミッション

の再定義に掲げた実践的カリキュラムへの転換に向けた改革を推進する体制を整えた点、

元学校管理職等のシニア教授・准教授の任用を進め、教職意識の高揚やキャリア教育の充

実に向けた体制を整えた点に特に改善が見られる。  

 教育内容・方法の面では、社会のニーズに応え、平成 25 年度に特別支援免許取得の拡充

を図った点や、教員養成プログラム全体の体系性を示す配置図を作成し、4 年間の学びを

見通し、振り返るための学びのポートフォリオを作成した点に特に改善が見られる。  

 学部教育に対する附属学校園の貢献に関しては、学部・附属学校連携協力会議等での協

議に基づき、平成 22 年度から 25 年度まで計 4 回の学習指導要領シンポジウム、平成 24

年度、25 年度に 2 回の教員養機能充実シンポジウムを開催した点に特に改善が見られる。 

 以上の理由から、教育活動の状況は平成 21 年度末に比べて大きく向上していると判断さ

れる。 

 

（２）分析項目Ⅱ 教育成果の状況 

（記述及び理由） 

 改善 、向上している。 

 学業の成果に関しては、履修・卒業・免許取得等の状況はいずれも良好であり、授業科

目ごとの目標の達成度や授業の有意義さに関するアンケート結果も良好であり、さらに改

善されている。また、履修カルテの分析の結果、教員としての力量も確実に高まっている。  

 進路・就職の状況に関しては、過去 5 年で大きく改善されており、平成 25 年度卒業者の

進学率は 11.1％、就職率は 90.4％（就職希望者中）、教員採用率は 64.9％（9 月時点・臨

時採用を含む）と前年比でさらに改善された。  

 以上のような理由から教育成果の状況は向上していると判断した。大きく向上している

と判断しなかった理由は、授業外の学習時間が若干不足している点、教員採用試験の受験

率や教員採用率については一層の伸びが期待される点などに課題が残されているからであ

る。 

 

（３）分析項目Ⅲ その他（学部の教育目的に対する附属学校園の貢献） 

（記述及び理由） 

 改善 、向上している。 

 学部・附属学校連携協力会議が毎年開催され、教育実習の実施方法の改善等の方策が話

し合われている。積み上げ方式の教育実習の実施にあたり、2 年次教育実習、3 年次教育実

習、4 年次教育実習（副免実習）等の実施に附属学校園が全面的に協力している。また、

附属学校園の教員を学部の授業に実地指導講師として招き、実践的指導力の向上を図ると

ともに、附属学校での研究授業を学部の授業の一環とするなどの取り組みも行っている。

さらに、幼・小・中連携を視野に入れたカリキュラム開発に関する共同研究を継続的に実

施し、その成果を平成 22 年度から平成 26 年度にかけて毎年開催されている学習指導要領

シンポジウム（旧：新学習指導要領キックオフシンポジウム）にて社会一般に向け発信し

ている。このような取組みにより改善、向上していると判断した。  
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Ⅲ 研究の領域に関する自己評価書 
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１．研究の目的と特徴  

本学部の教員養成課程における研究は、教員養成に関わる高度な学術研究の中核として

の機能を高め、多様な教育課題に関する創造的な学術研究を積極的に推進すると共に、人

間、社会、自然の諸科学を総合的に深化させ、学際的な研究活動を行うことにより、学校

教育及び地域社会の発展に寄与することを目的とする。また、本研究は、人文科学系、自

然科学系、社会科学系、芸術系・実技系など多岐にわたる専門分野によって構成されてお

り、教員養成に関わる教職専門、教科教育、教科専門の研究として、教育方法、教育制度、

カリキュラム開発、教科指導等に関する理論的・実践的研究を有機的・総合的に推進する

ことを特徴としている。生涯スポーツ福祉課程における研究は、福祉、介護、スポーツ等

の分野を有機的かつ総合的に取扱うと共に、福祉に関する先端的・創造的な学術研究を行

うことを目的とし、全国唯一の学科として特色ある総合的な研究を担っている。また、地

域社会共生課程においては、現代社会の抱える高齢化、少子化、青少年犯罪、多文化接触

等の問題について地域と教育の視点から研究することを目的としており、現代的な社会的

諸課題に関する創造的な学術研究を遂行することが特徴である。  

 

 

 

［想定する関係者とその期待］  

県・市町村教育委員会、学校現場等の関係者を想定し、教育委員会からは学校教員とし

ての実践的指導力の向上、学校現場からは今日的教育課題の改善・解決という期待を受け

ている。 
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２．優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

研究活動の状況については、論文・著書等の刊行や研究発表の状況及びスポーツ・芸術系教員の研究活動状

況、財源確保、多様な教育課題に対する学術研究、研究を社会に還元する取組が活発であることが優れている。 

研究の成果については、社会、経済、文化面でも、それ以外の学術面でも優れた研究業績が生み出され、学

部の目的にふさわしい多様な教育課題に関する学術研究の成果を輩出しているところが優れている。 

学部の研究目的に対する附属学校園の貢献については、学習指導要領シンポジウム（旧：新学習指導要領キ

ックオフシンポジウム）と教員養成機能充実シンポジウムを継続して実施しているところが優れている。 

 

【改善を要する点】 

さらに研究を進め、学校教員としての実践的指導力の向上に向けた努力が必要である。 

 

 

３．観点ごとの分析及び判定 

分析項目Ⅰ 研究活動の状況 

観点 研究活動の状況 

 

（観点に係る状況）（中期計画番号 K47,K48,K49,K82） 

論文・著書等の刊行や研究発表の状況（資料 B-1-1-1）及びスポーツ・芸術系教員の研究活動状況（資料 B-1-1-2）

は活発である。 

科学研究費補助金受入件数は増加している（資料 B-1-1-3）。また、寄附金および学内競争的資金の状況は、

それぞれ資料 B-1-1-4、資料 B-1-1-5のとおりであり、安定した財源確保を維持している。 

教員養成に関わる高度な学術研究の中核としての機能を高めるため、社会、経済、文化面で重点を置く研究活

動として、多様な教育課題に関する創造的な学術研究を積極的に推進している（資料 B-1-1-6）。研究課題は、

日本の学校教育や教育内容・方法に関するものから、教育に関わる地域連携や国際協力に関するものまで幅広い。 

また、学校教育及び地域社会の発展に寄与するため、学校教諭等が参加する研究会・シンポジウム・ワークシ

ョップや、研究成果を広く社会に還元するための公開講座・演奏会・展示会等を多数開催しているとともに貢献

している（資料 B-1-1-7）。 

 

（水準） 

期待される水準にある。 

 

（判断理由） 

第一に、社会、経済、文化面で重点を置く研究活動として、多様な教育課題に関する創造的な学術研究が積極

的かつ組織的に推進されている。 

第二に、学術面で重点を置く研究活動として、人間・社会・自然の諸科学を総合的に深化させる研究活動が積

極的に推進され、学際的な教育研究活動の場が創出されている。 

以上のことから、本学教育学部における研究活動の状況は、期待される水準にあると判断される。 

 

 

（資料 B-１-1-1） 教員の研究活動の状況（著書・論文・発表等） 

年度 著書 紀要 
学術雑誌 

学術講演・シンポジウム

等発表件数 その他 合計 

日本語 外国語 国内 国際 

H21 24 50 32 37 132 23 36 334 

H22 25 65 31 34 123 35 42 355 

H23 15 61 44 35 124 21 44 344 

H24 28 59 39 28 113 33 48 348 

H25 14 67 42 36 128 26 35 348 

H26 19 15 23 12 33 8 12 122 

（出典：教育学部評価ワーキンググループ調査に基づき作成） 
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（資料 B-1-1-2） 教員の研究活動の状況（芸術・スポーツ活動等） 

年度 
芸術作品・演奏 スポーツ活動 

その他 合計 
国内 国際 国内 国際 

H21 16 5 4 0 0 14 

H22 19 8 3 0 0 18 

H23 20 4 2 0 0 16 

H24 22 6 7 0 0 21 

H25 20 4 2 0 0 17 

H26 7 2 1 0 0 7 

（出典：教育学部評価ワーキンググループ調査に基づき作成） 

 

（資料 B-1-1-3） 科学研究費補助金 

年度 申請件数 内定件数 内定額 ( 千 円 ) 間接経費 ( 千 円 ) 

H21 81 31 28,470 8,301 

H22 76 27 20,960 6,288 

H23 62 36 38,300 11,490 

H24 51 38 37,700 10,650 

H25 58 40 39,650 11,895 

（出典：熊本大学データ集を基に作成） 
 

（資料 B-1-1-4） 寄附金 

年度  受入件数 受入金額(千円) 

H21 4 1,850 

H22 3 1,073 

H23 5 2,776 

H24 8 5,548 

H25 7 6,050 

（出典：熊本大学データ集を基に作成） 

 

資料 B-1-1-5 学内競争的資金 

年度 計（千円） 

H21 4,350 

H22 2,100 

H23 3,500 

H24 2,100 

H25 3,960 

（出典：全学保有データを基に作成） 

 

（資料 B-1-1-6） 主要な研究活動の場 
 

教育・心理系 

日本教育方法学会 日本教育心理学会 

日本生徒指導学会 日本選択理論心理学会 

日本教育カウンセリング学会 九州心理学会 

日本質的心理学会  

 
文系 

日本国語教育学会 全国大学書道学会 



熊本大学教育学部 

33 

 

書学書道史学会 日本生活体験学習学会 

日本近代文学会 日本言語テスト学会 

社会経済史学会 日本社会科教育学会 

理系 

日本数学会 日本産業技術教育学会 

全国数学教育学会 理科教育学会 

日本応用動物昆虫学会 日本物理学会 

日本生態学会 日本火山学会 

日本機械学会 国際木文化学会 

日本建築学会 精密工学会 

日本家政学会  

スポーツ・芸術系 

国際写真家協会 日本体育学会 

N 響 Music Tomorrow 日本運動生理学会 

日本武道学会 日本音楽コンクール 

特別支援・養教系 

日本特殊教育学会 日本学校保健学会 

日本 NO学会 日本養護教諭教育学会 

日本 Cell Death学会 日本健康相談活動学会 

（出典：教育学部評価ワーキンググループ調査に基づき作成） 

 

 

（資料 B-1-1-７） 研究会・シンポジウム・ワークショップ・演奏会 ・展示会等の例 

教育・心理系 

熊本県生活指導研究協議会 

熊本市公民館運営審議会 

男女共同参画推進審議会 

熊本県地域防災計画検討委員会 

道徳教育推進協議会  

熊本県教育庁：平成 25年度教育事務所長・指導課長及び指導主事等合同研修会 

文系 

国語教育湧水の会 

ワークショップ「篆刻を楽しむ」、アーティストト-ク 

熊本県中学校国語科教育研究大会での指導助言（対象：学校教諭） 

熊本県小学校国語科教育研究大会での指導助言（対象：学校教諭） 

熊本大学拠点形成研究主催シンポジウム 

NPOくまもと 

小中一貫教育の成果検証委員会 

熊本市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

特定非営利活動法人条例個別指定制度検討委員会 

文部科学省主催 平成 22年度外国語指導助手中間期研修会 

熊本県教育委員会主催 英語集中講座 

理系 

研究会「測地線及び関連する諸問題」 

研究会「直観幾何学」 

県算数教育研究会 

教科等研究会 

複式教育研修会 
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算数研究会研修会 

九州数学教育会 

夏休み自由研究相談教室 

熊本生物研究会発表会 

熊本県中学校理科授業研究大会 

熊本県科学研究物展示会 

小中学校理科実験事故防止講習会 

熊本県高等学校理科研究発表会生物部門審査会 

適応支援教室講師 

熊本県環境影響評価審査会 

球磨村総合運動講演での地層観察会 

自然体験学習会 

くまもと県民カレッジ 

バイオ甲子園 

教育学部理科教育地域連携 

東本願寺阿弥陀堂の耐震調査研究 

森林審議会 

木文化国際シンポジウム 

世界木材の日の木育活動 

日本産業技術教育学会 

手作りロボット講座 

日本を森林で元気にする国民運動総合対策事業 

木育の実践手法の開発 

木育サミット 

中学校学習指導要領実施状況調査結果分析委員会 

熊本県ウッドタッチ推進事業選定委員会 

くまもとの木製遊具推進事業 

くまもと県産木材アドバイザー活動支援事業 

熊本県技術教育研究会 

熊本ものづくり塾 

熊本大学教育学部情報教育研究会 

くまもとものづくりフェア 

環境ネットワークくまもと 

改正環境教育等推進法意見交換会 

低炭素な地域づくり戦略会議 

エコライフ・カフェ 

火の国ボランティアフェスティバル 

熊本市地球温暖化防止活動推進員スキルアップ研修会 

熊本県環境教育フォーラム 

女性が手がける河川環境活動 川のフォーラム&分科会 

中小企業トライアル支援事業 

熊本県公害審査会 

上天草市男女共同参画社会推進審議会 

熊本市男女共同参画センターはあもにい運営審議員 

くまもと市男女共同参画会議委員 

熊本大学テレビ放送公開講座 

高校生のための熊大ワクワク連続講義 
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スポーツ・芸術系 

100年前の音楽実行委員会 

リスト生誕 200 年記念コンサート 

コダーイ生誕 130年記念コンサート 

ハンガリー音楽の夕べ 

熊本大学音楽授業研究会 

熊本大学フィルハーモニオーケストラ巡回演奏会 

九州新幹線全線開通記念プレイベント風神雷神像プロジェクトチーム 

九州新幹線全線開通記念加藤清正像プロジェクトチーム 

森都心グランドオープン記念森都心モニュメント制作 

東北大震災救援活動 

春日町夏祭り 

衰退化する沖縄県離島地域（うるま市伊計島）のアートによる活性化事業 

くまもと若手芸術家海外チャレンジ事業 

国際美術家協会理事会 

モダンアート協会運営会議 

モダンアート展審査員 

基礎造形０１９〜０２１ 

東京文化財研究所企画情報部研究会 

旧熊本市産業文化会館外周壁画制作 

熊本市中央区シンボルマーク選定 

ヒゴタイ高校生体験交流事業 

四丁分菅原神社絵馬修復 

長野菅原神社絵馬修復 

小原菅原神社絵馬修復 

引水菅原神社絵馬修復 

内牧温泉壁画制作 

親と子の運動遊び教室 

親子ふれあい教室 

熊本県ラグビーフットボール協会 

九州体育・スポーツ学会 

学校体育研究同志会九州ブロック研究集会 

熊本市城南社会教育施設建設検討委員会委員 

子ども体力向上実施委員会 

社会教育・社会体育事業サービス 

少年サッカークラブ運営 

知的障害者ソレッソサッカークラブの運営 

熊本市体育協会 

熊本市ｽﾎﾟｰﾂ振興会 

基金運営協議会 

熊本県ふれあいｽﾎﾟｰﾂの日 

陸上教室 

熊本県ﾊﾞｽｹｯﾄ協会 

日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦大会企画運営 

体力向上推進委員会 

武道指導者養成講習会 

熊本県スポーツ指導者協議会 

熊本県武道振興会 
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熊本県大学バレーボール連盟 

世界の社会保障制度研究会 

高齢者医療制度についての意見交換会 

特別支援・養教系 

広域特別支援教育連携協議会 

障害者施策推進協議会委員 

発達障がい者支援体制整備検討委員会 

熊本県健康福祉部南部発達障がい者支援センター事業委託候補選考委員会 

熊本市就学指導委員会 

熊本県障害児審査委員会 

熊本県社会福祉審議会 

熊本市療育支援ネットワーク会議代表者会議及び分科会 

熊本市療育支援ネットワーク会議 

熊本市特別支援教育総合推進事業に係る特別支援連携協議会 

笑顔いきいき特別支援教育推進事業に係る特別支援連 

熊本県立特別支援学校整備推進協議会 

障害者施策推進審議会 

研究協力者会議 

熊本市教育委員会総合支援課教育相談室教育相談事例検討会 

熊本市特別支援教育専門委員 

八代市特別支援教育専門委員 

教育相談事例検討会 

特別支援教育専門委員会 

巡回相談会議 

日本健康相談活動学会 

くまもと養護教諭塾 

熊本県自殺対策連絡協議会 

熊本県学校保健会「児童生徒の心と体の健康づくり推進事業」推進委員会 

性に関する指導推進委員会 

熊本市エイズ総合対策推進委員会 

（出典：教育学部評価ワーキンググループ調査に基づき作成）



熊本大学教育学部 

 

37 

 

分析項目Ⅱ 研究成果の状況 

観点 研究の成果（大学の共同利用・共同研究拠点に認定された付置研究所及び研究施設

においては、共同利用・共同研究の成果の状況を含めること。） 

  

（観点に係る状況）（中期計画番号 K47,K48,K49,K82） 

教育学部では、研究活動推進委員会を中心とした学部全体での研究推進の取組みにより、

社会、経済、文化面でも、それ以外の学術面でも優れた研究業績が多数生み出されている。

その多くは、教員養成に関わる高度な学術研究の中核としての機能を高めるという学部の

目的にふさわしく、多様な教育課題に関する学術研究の成果である。本学部の研究目的に

合致した代表的な業績を、全学的判断基準に基づいて選定した（資料 B-2-1-1）。これらの

研究が学部で実施されることにより、学際的な教育研究活動の場が創出され、そこに学ぶ

教員志望者や学校教諭は次世代に伝えるべき最先端の知や芸術に触れる機会を得ている。  

このように、社会、経済、文化面でも、また学術面でも優れた研究業績が多数生み出さ

れている。これらの研究業績はいずれも、教員養成に関わる高度な学術研究の中核として

の機能を高めることを目指す本学部の目的にふさわしい。  

 

 

（水準） 

期待される水準にある。 

 

 

（判断理由） 

第一に、従来から優位性のある教科教育に関する研究の中でも、「中学校社会科の教育

内容の開発と編成に関する研究―開かれた公共性の形成―」などの研究成果は、学校教育

の現場に大きな影響を与えている。  

第二に、研究テーマ「緑色の単色光による統調化表現の研究」の研究成果「「蠱惑の世

界１０－Ⅰ」、「蠱惑の世界１０－Ⅱ」」のように、全国的規模の公募展で「大臣賞」を獲得

した作品がある。 

第三に、国際的に優れた研究業績として、「音楽と質的研究方法に関する研究」などが

ある。 

第四に、地域に密着した研究業績として、「阿蘇カルデラ周辺域における草原の歴史と

成立要因の解明」がある。  

以上のことから、本学教育学部における研究成果の状況は、期待される水準にあるもの

と判断される。 

 

（資料 B-2-1-1） 研究成果の状況（S および SS 判定） 

研究テーマ  学術的意義 
社会、経済、

文化的意義 

『中学校社会科の教育内容の開発と編成に関する研究―開か

れた公共性の形成―』  
SS  

Every point is critical      SS  

阿蘇カルデラ周辺域における草原の歴史と成立要因の解明  SS  

音楽の学びにおけるスピリチュアリティの研究  SS  

音楽と質的研究方法に関する研究  SS  

音楽教育における楽器作りの研究 SS  

子どもの社会性・創造性に関する研究  SS  

ホリスティック教育に関する研究  SS  
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音楽と自然に関する研究  SS  

赤色の単色光による光跡化表現の研究  SS  

緑色の単色光による統調化表現の研究  SS  

青色の単色光による動勢化表現の研究  SS  

緑色と青色の複数色によるライトグラム表現の研究  SS  

黄色と緑色の複数色によるルミノグラム表現の研究  SS  

寒冷刺激に対して血圧が過剰に反応する hyperreactor に関す

る研究 
SS  

微分方程式の振動理論  SS  

＜対話＞による説明的文章の学習指導―メタ認知の内面化の

理論提案を中心に― 
 S 

言語コミュニケーション能力を育てる  発達調査をふまえた

国語教育実践の開発 
 S 

壁画制作（熊本市旧産業文化会館壁画制作・指導）  S 

清代経済政策の研究 S  

数学教育における操作的証明（ Operative proof）に関する研

究 
S  

情報通信の数理モデルに関連した組合せ符号の存在と構成に

関する研究 
S  

ヤスデ類における種分化 S  

ヤスデ類における交尾器進化 S  

白色 LED 用赤色蛍光体の研究・開発  S  

放鷹の絵画化をめぐる基礎的研究―『鷹書』との関連を中心に

― 
S  

Mirror neuron system に関する研究 S  

上肢と下肢の協調動作に関する研究  S  

保育による地域への介入過程に関する社会的研究―保育の「誕

生」から全域化まで― 
S S 

小胞体ストレスの分子機構と病態への関与機構の解明  S  

高校家庭科教科書の言説分析と教科再編への展望  S  

（出典：研究業績説明書） 

 

 

分析項目Ⅲ その他 

観点 学部の研究目的に対する附属学校園の貢献  

 

（観点に係る状況）（中期計画番号 K48,K49） 

教員養成の柱となる新学習指導要領に関する研究ならびに教員養成機能を充実する研究に

関して附属学校園との連携協働を実施している。これらの研究について学習指導要領シン

ポジウム開催に係る附属学校園との連絡事業合同会議（資料 B-2-2-1）と教員養成機能充実

委員会（資料 B-2-2-2）を組織し、附属学校から協力・支援を得ている。これら組織的取

組は平成 22 年度から 5 回に及ぶ学習指導要領シンポジウム（旧：新学習指導要領キックオ

フシンポジウム）（資料 B-2-2-3）（資料 B-2-2-4）（資料 B-2-2-5）（資料 B-2-2-6）や平成

24 年度から 2 回の教員養成機能充実シンポジウム（資料 B-2-2-7）（資料 B-2-2-8）の実施

で明らかになっている。  
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（資料 B-3-1-1） 学習指導要領シンポジウム開催に係る附属学校園との連絡事業合同会議

次第 

 

    （出典：同会議次第） 

 

（資料 B-3-1-2） 教員養成機能充実委員会次第 

 

  （出典：同委員会次第） 
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（資料 B-3-1-3） 新学習指導要領キックオフシンポジウム（平成 22 年度） 

  

  （出典：同報告書） 

  

（資料 B-3-1-4） 新学習指導要領キックオフシンポジウム第 2 弾（平成 23 年度） 

  

  （出典：同報告書） 
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（資料 B-3-1-5） 新学習指導要領シンポジウム第 3 弾（平成 24 年度） 

  

  （出典：同報告書） 

  

（資料 B-3-1-6） 学習指導要領シンポジウム第 4 弾（平成 25 年度） 

  

  （出典：同報告書） 
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（資料 B-3-1-7） 教員養成機能充実シンポジウム（平成 24 年度） 

  

  （出典：同報告書） 

  

（資料 B-3-1-8） 教員養成機能充実シンポジウム（第２弾）（平成 25 年度） 

  

  （出典：同報告書）  
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（水準） 

期待される水準を大きく上回る。 

 

 

（判断理由） 

学部の研究に対する附属学校園の貢献に関しては、過去 5 年で 4 回の学習指導要領シンポ

ジウム、2 回の教員養機能充実シンポジウムを開催している点が特に優れているため、期待

される水準を大きく上回ると判断した。 
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４．質の向上度の分析及び判定  

（１）分析項目Ⅰ  研究活動の状況 

（質の向上度の判定） 

質を維持している。 

 

（分析） 

第 1 期中期計画から第 2 期時点での研究等活動（資料 B-4-1-1）をみると、同程度の状

況である。 

 

（資料 B-4-1-1） 平成 16 年度から平成 26 年度までの研究等活動の状況  

 

（出典：平成 20 年度法人評価現況調査票と平成 26 年度教育学部評価ワーキンググループ

調査に基づき作成） 

 

 

（２） 分析項目Ⅱ 研究成果の状況 

（質の向上度の判定） 

改善、向上している。 

 

（分析） 

研究活動は第 1 期中期計画目標終了時点の判定状況（ B-4-2-1）に対して第 2 期時点での

研究等活動（資料 B-4-2-2）では、 SS 判定ならびに S 判定ともに増加している。  

 

（資料 B-4-2-1） 第 1 期中期計画目標終了時点の研究成果の状況（S および SS 判定） 

研究テーマ  
学 術 的 意

義 

社会、経済、

文化的意義 

ソプラノ、ハープ、オーケストラのための「地上の平和」   SS 

日本の高校生における危険行動の実態及び危険行動間の関連   SS 
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阿蘇火山における更新世紀末期、 AT 火山灰以降のテラ層序  SS  

黒柿拭漆象嵌箱 SS  

蠱惑の世界 SS  

教育者ラフカディオ・ハーンの研究   S 

算数・数学科における「本質的学習環境」の開発に関する生命

論的研究 
 S 

スリランカにおけるインクルーシブ教育を組みこんだ初等中等

教育教員養成モデルの構築  
 S 

生態学的自己の発達と障害に関する研究  S  

若手研究者が読む『家政学原論』  S  

曲面の鋭角三角形分割  S  

特別支援教育を担う教師のトレーニングプログラム開発に関す

る研究 
S  

（出典：平成 20 年度法人評価現況調査票） 

（資料 B-4-2-2） 第 2 期中期計画時点の研究成果の状況（S および SS 判定） 

研究テーマ  
学 術 的 意

義 

社会、経済、

文化的意義 

『中学校社会科の教育内容の開発と編成に関する研究―開かれ

た公共性の形成―』 
SS  

Every point is critical      SS  

音楽の学びにおけるスピリチュアリティの研究  SS  

音楽と質的研究方法に関する研究  SS  

子どもの社会性・創造性に関する研究  SS  

ホリスティック教育に関する研究  SS  

音楽と自然に関する研究  SS  

赤色の単色光による光跡化表現の研究  SS  

緑色の単色光による統調化表現の研究  SS  

青色の単色光による動勢化表現の研究  SS  

緑色と青色の複数色によるライトグラム表現の研究  SS  

黄色と緑色の複数色によるルミノグラム表現の研究  SS  

寒冷刺激に対して血圧が過剰に反応する hyperreactor に関する

研究 
SS  

微分方程式の振動理論  SS  

＜対話＞による説明的文章の学習指導―メタ認知の内面化の理

論提案を中心に― 
 S 

言語コミュニケーション能力を育てる  発達調査をふまえた国

語教育実践の開発 
 S 

数学教育における操作的証明（ Operative proof）に関する研究 S  

白色 LED 用赤色蛍光体の研究・開発  S  

放鷹の絵画化をめぐる基礎的研究―『鷹書』との関連を中心に

― 
S  

Mirror neuron system に関する研究 S  

上肢と下肢の協調動作に関する研究  S  

小胞体ストレスの分子機構と病態への関与機構の解明  S  

（出典：研究業績説明書） 
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（３） 分析項目Ⅲ その他（学部の研究目的に対する附属学校園の貢献）  

 

（質の向上度の判定）  

改善、向上している。 

 

（分析） 

過去 5 年で 4 回の学習指導要領シンポジウムと 2 回の教員養機能充実シンポジウムの計 6

回のシンポジウムに附属学校園ともに実施した。同シンポジウム参加者へのアンケートで

は高評価の意見が８割以上であり（資料 B-4-3-1）（資料 B-4-3-2）、これらの取組が成果を

上げていることから、附属学校の貢献は大きい。 

 

（資料 B-4-3-1） 新学習指導要領キックオフシンポジウムアンケート回答結果抜粋 

 
 

参加者の職業 
「シンポジウムの内容について全般的にい

かがでしたか。」に対する回答  

（出典：新学習指導要領キックオフシンポジウム報告書（平成 22 年度）の参加者アンケー

ト報告に基づき図を作成） 

 

（資料 B-4-3-2） 教員養機能充実シンポジウムアンケート回答結果抜粋  

  

参加者の職業 
「シンポジウムの開催時期・全般的な構成・

運営等はいかがでしたか。」に対する回答 

（出典：教員養機能充実シンポジウム報告書（平成 24 年度）の参加者アンケート報告に基

づき図を作成） 
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Ⅳ 社会貢献の領域に関する自己評価書 
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１．社会貢献の目的と特徴 

 

本学教育学部・教育学研究科は、「ミッションの再定義」において、「地域密接型を目指す

大学として、義務教育諸学校に関する地域の教員養成機能の中心的役割を担うとともに、

熊本県における論理的思考力･表現力育成のためのカリキュラム開発等の教育研究や子ど

も理解と教員としての資質育成等の社会貢献活動等を通じて我が国の教育の発展・向上に

寄与すること」をその基本的な目標として掲げている。また、本学部の社会貢献・地域貢

献の特徴としては次の諸点がある。  

１．社会貢献・地域貢献の大きな柱として、①論理的思考力･表現力育成のためのカリキ

ュラム開発等の「学校における実践的課題解決に資する研究活動」と、②免許状更新講

習の実施や教員研修プログラムの開発等の「我が国の教員の資質能力向上に寄与する活

動」があること。 

２．①の教育研究面での社会貢献・地域貢献活動として、学習指導要領シンポジウム（旧：

新学習指導要領キックオフシンポジウム）の実施のような組織的な取組と、各教科の教

科書や指導要領解説の執筆などの個人的活動との両方が展開されていること。  

３．②の教員の資質向上に関する社会貢献・地域貢献活動として、教員免許状更新講習や

教育職員免許法認定講習のような組織的な取組と、授業研究会での助言のような非常に

多くの個人的活動との両方が展開されていること。  

４．教育委員会との連携事業として位置づけられ、協議会等を通じてその運営や改善策が

検討される仕組みを持つ地域貢献活動が多数存在すること。  

５．学習指導要領シンポジウムや教員免許状更新講習については参加者へのアンケートの

結果等を参考に、シンポジウム実行委員会や教員養成機能充実委員会、教員免許状更新

講習実施専門員会などで改善策を検討する仕組みを設けていること。  

６．学校教育以外の分野でも、スポーツや健康維持活動を通じた地域の活力作り、地域の

教育力の向上に向けての多様な取り組みを行っていること。  

 

[想定する関係者とその期待 ] 

 熊本県・市教育委員会、学校教育・社会教育関係者、児童・生徒及びその保護者、地域

住民等を関係者として想定し、「学校における実践的課題解決に資する研究活動」や「我

が国の教員の資質能力向上に寄与する活動」、その他の社会貢献・地域貢献活動を積極的

に展開していく必要があると考えている。  
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２．優れた点及び改善を要する点の抽出  

 

【優れた点】 

 「地域密接型大学」としてのミッションの再定義の結果を踏まえ、社会貢献・地域貢献

に関する組織的活動及び個人的活動を展開していること。  

 社会貢献については、全国に先駆けて行った学習指導要領シンポジウム（旧：新指導要

領キックオフシンポジウム）、教員免許状更新講習や教育職員免許法認定講習の実施のよう

な組織的な取組と、各教科の教科書や指導要領解説の執筆などの個人的活動との双方によ

り、我が国の学校教育全体の質の向上に貢献していること。   

 地域貢献活動については、教育委員会等との密接な連携の下で行われる教育相談スーパ

ーバイザー事業、学校教育アドバイザー事業、ユア・フレンド事業、フレンドシップ事業

のような組織的な取組と、教員研修や授業研究会での指導・助言のような個人的活動、さ

らには地域の活力や教育力を高めるための諸活動により、地域の教育全体の質の向上に貢

献していること。 

 

【改善を要する点】 

 教育委員会等と連携し、社会貢献・地域貢献を積極的に行う教員の層をさらに広げてい

く必要がある。 
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３．観点ごとの分析及び判定 

 

観点ごとの分析及び判定  

分析項目１ 大学の目的に照らして、社会貢献活動が適切に行われ、成果を上げているこ

と。 

観点１－１ 大学の社会貢献の目的に照らして、目的を達成するためにふさわしい計画や

具体的方針が定められているか。また、これらの目的と計画が適切に公表・周知されてい

るか。 

（観点に係る状況）（中期計画番号 K47,48,49） 

 本学部は、熊本大学及び文部科学省 Web ページで公表されている「ミッションの再定義」

において、「地域密接型を目指す大学として、義務教育諸学校に関する地域の教員養成機能

の中心的役割を担うとともに、熊本県における論理的思考力･表現力育成のためのカリキュ

ラム開発等の教育研究や子ども理解と教員としての資質育成等の社会貢献活動等を通じて

我が国の教育の発展・向上に寄与すること」をその基本的な目標として掲げている。社会

貢献の大きな柱としては、①論理的思考力･表現力育成のためのカリキュラム開発等の「学

校における実践的課題解決に資する研究活動」と、②免許状更新講習の実施や教員研修プ

ログラムの開発等の「我が国の教員の資質能力向上に寄与」する活動が挙げられる（資料

C-1-1-1）。これらは本学部・研究科の強み・特色と言えるものであり、十分達成可能なも

のである。 

（資料 C-1-1-1）ミッションの再定義結果（熊本大学  教員養成分野）（抜粋） 

 

強みや特色、社会的な役割  

○熊本大学の教員養成分野は、熊本県教育委員会及び熊本市教育委員会との連携によ

り、地域密接型を目指す大学として、義務教育諸学校に関する地域の教員養成機能の

中心的役割を担うとともに、熊本県における論理的思考力･表現力育成のためのカリキ

ュラム開発等の教育研究や子ども理解と教員としての資質育成等の社会貢献活動等を

通じて我が国の教育の発展・向上に寄与することを基本的な目標とし、実践型教員養

成機能への質的転換を図るものとする。  

（中略） 

○ 附属学校等と協働して、論理的思考力・表現力の育成を目指し、教科間連携を通し

て幼・小・中を貫く系統的カリキュラムを実施することにより、学校における実践的

課題解決に資する研究活動を推進する。また、免許状更新講習の実施、教育委員会等

が行う現職教員研修のプログラム開発、校外研修への組織的な参画により、我が国の

教員の資質能力向上に寄与するなど、教員の研究活動等を通じて積極的な社会貢献活

動を行う。特に、学習障害等の児童を対象とする学習支援教室等を通して、特別支援

教育の指導方法を研究開発するとともに学校現場におけるインクルーシブ教育システ

ム推進の中心的役割を果たす。   

 

（出典：文部科学省 Web ページ「教員養成分野のミッションの再定義結果」）  

 

（水準） 

 期待される水準にある。 

 

（判断理由） 

 熊本大学及び文部科学省 Web ページで公表されている「ミッションの再定義」において、

「地域密接型を目指す大学」としての社会貢献・地域貢献の方針が明らかにされているた

め、期待される水準にあると判断した。   
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観点１－２ 計画に基づいた活動が適切に実施されているか。  

（観点に係る状況） 

 教育研究面での社会貢献活動には、 5 回に及ぶ学習指導要領シンポジウム（旧：新学習

指導要領キックオフシンポジウム）の実施（資料 A-2-3-3（前掲））や、国立教育政策研究

所からの委託に基づく教員研修モデルカリキュラム開発事業「小 1 プロブレム解消のため

の OJT を推進するリーダー養成研修プログラム開発」（資料 C-1-1-2）のような組織的な取

組と、各教科の教科書や指導要領解説の執筆などの個人的な活動がある（資料 C-1-1-3）。

他方、教員の資質向上に関する社会貢献にも、教員免許状更新講習（資料 C-1-1-4）や教

育職員免許法認定講習（資料 C-1-1-5）の実施のような組織的活動と、地域貢献の分野で

紹介する授業研究会での助言のような非常に多くの個人的活動がある。  

 

（資料 C-1-1-2）教員養成モデルカリキュラム開発事業報告書  

 

（出典：同報告書） 
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（資料 C-1-1-3）本学部教員が執筆した教科書・解説書の例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：各教科書等） 

（資料 C-1-1-4）教員免許状更新講習の Web ページ（大学コンソーシアム熊本）  

 
（出典：同 Web ページ） 

  



熊本大学教育学部 

53 

 

（資料 C-1-1-5）教育職員免許法認定講習開設科目一覧表（熊本県）  

 

（出典：熊本県教育委員会 Web ページ）  

 

（水準） 

 期待される水準にある。 

 

（判断理由） 

 国立教育政策研究所からの委託に基づく教員研修モデルカリキュラム開発事業や、教員

免許状更新講習や教育職員免許法認定講習の実施のような組織的な取組と、各教科の教科

書や指導要領解説の執筆などの個人的活動との双方が非常に活発に行われているため、期

待される水準にあると判断した。 

 

 

 

観点１－３ 活動の実績及び活動への参加者等の満足度等から判断して、活動の成果

が上がっているか。 

（観点に係る状況）（中期計画番号 K47,48,49） 

 学習指導要領シンポジウムについては、参加者へのアンケートが実施され、有意義であ

ったとの意見が多数を占めている（第 4 弾（平成 26 年 3 月 1 日（土））の場合、「シンポジ

ウムの開催時期・全般的な構成・運営等」について、大変良かった 28.3%、良かった 58.7%、

あまり良くなかった 1.1%、良くなかった 1.1%、無回答 10.8%となっている）（資料 A-2-3-3

（前掲））また、各教科の教科書や解説書などへの執筆依頼が続いていることや、熊本地区

の教員の多く（必修領域の 7～8 割、選択領域の 5 割前後）が本学部教員が担当する教員免

許更新講習を受講していることや（資料★）、免許法認定講習が多数の参加者を集めている

ことは、これらの活動が成果を上げていることを物語っている。  
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資料★  教員免許更新講習の実施状況  

年度  

必修領域（申込者数）  選択領域（申込者数）  

A 熊本地
区全体  

B 教育学
部開設分  

B／A 
C 熊本地
区全体  

D 教育学
部開設分  

D／C 

H21 1124 854 75.98% 2540 1161 45.71% 

H22 1065 846 79.44% 2323 1224 52.69% 

       

H23 1616 1193 73.82% 4108 1964 47.81% 

H24 1422 1098 77.22% 3998 2003 50.10% 

H25 1287 915 71.10% 3301 1682 50.95% 

注：熊本地区全体には、熊本大学各学部（教育学部・文学部・法学部・理学部・
工学部・医学部保健学科）、熊本県立大学、熊本学園大学、九州ルーテル学
院大学、尚絅大学・同短期大学部、平成音楽大学、崇城大学、東海大学、
九州看護福祉大学が開設する教員免許状更新講習が含まれる。  

（出典：教員免許更新講習事務局提供の資料に基づき作成）  

 

資料★ 平成２６年度熊本県教育職員免許法認定講習受講者数  

 Ｈ２６年度熊本県教育職員免許法認定講習  受講者数（延べ人数） 

科目名 受講者数 

科目番号１  教育学概論 29 

科目番号２  体育の指導法 18 

科目番号３  教育相談 31 

科目番号４  特別支援教育概論 121 

科目番号５  視覚障害者の心理・生理・病理  136 

科目番号６  聴覚障害児の心理と生理  144 

科目番号７  知的障害者の理解と支援  116 

科目番号８  肢体不自由児の心理・教育  120 

科目番号９  特別支援教育における病弱児教育  114 

科目番号１０  重複・ＬＤ児の心理と指導法  185 

計 1,014 

（出典：教員免許更新講習事務局提供の資料に基づき作成）  

 

 

（水準） 

 期待される水準にある。 

 

（判断理由） 

 学習指導要領シンポジウムの参加者へのアンケート結果、教科書や解説書などへの執筆

依頼、教員免許状更新講習や免許法認定講習の実施状況などから、期待される水準にある

と判断した。 
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観点１－４ 改善のための取組が行われているか。  

（観点に係る状況）（中期計画番号 K47,48,49） 

 学習指導要領シンポジウムについては、前年度のシンポジウムでのアンケート結果等を

参考に、学習指導要領シンポジウム開催に伴う運営委員会（資料 C-1-4-1）や教員養成機

能充実委員会（資料 C-1-4-2）にて改善策（内容や時間配分の工夫等）が検討され、実施

に移されている。教員免許状更新講習については、毎年、各学科の委員からなる実施専門

委員会が開催され、当該年度の実施状況を踏まえて次年度の実施計画が策定されている。  

 

（資料 C-1-4-1）学習指導要領シンポジウム開催に伴う運営委員会資料 

  
（資料 C-1-4-1）シンポジウム実行委員会資料（次頁に続く） 
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(出典：平成 26 年 1 月 29 日開催｢学習指導要領シンポジウム開催に伴う運営委員会｣資料) 

（資料 C-1-4-2）教員養成機能充実委員会資料 

 



熊本大学教育学部 

57 

 

（出典：教育学部から学長宛に申請した平成 25 年度中期目標達成経費要求書） 

 

（水準） 

 期待される水準にある。 

 

（判断理由） 

 学習指導要領シンポジウムについてはシンポジウム実行委員会や教員養成機能充実委員

会、教員免許状更新講習については実施専門委員会が設けられ、前年度の実施状況を踏ま

えた改善策が検討され、実施されているため、期待される水準にあると判断した。  

 

★資料（学習指導要領シンポジウムの改善点一覧）  

実施年度等  構成・改善点  

平成22年度 第1弾  

2011年3月5日（土） 

全体会（13:00～）⇒9分科会（13:40～14:50）⇒講演1・2（15:00

～16:40）⇒閉会  

反省点：全体会⇒分科会⇒講演の移動に時間がかかりすぎた  

平成23年度 第2弾  

2012年3月3日（土） 

13分科会（12:30～14:30）⇒全体会（14:50～15:10）⇒講演（15:15

～16:45）⇒閉会  

改善点：全体会を後半に集約、分科会の増設・充実  

平成24年度 第3弾  

2013年3月2日（土） 

14分科会（12:30～13:40）⇒全体会（14:00～14:20）⇒ディスカッ

ション（14:20～16:10）⇒総括講演（16:10～17:00）⇒閉会  

改善点：分科会の増設、全体会にディスカッションを追加  

平成25年度 第4弾  

2014年3月1日（土） 

14分科会（12:20～13:40）⇒全体会（14:00～14:20）⇒ディスカッ

ション（14:20～15:50）⇒総括講演（15:50～17:00）⇒閉会  

改善点：分科会、ディスカッション、講演の時間調整  

（出典：学習指導要領シンポジウム報告書に基づき作成）  
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分析項目２ 大学の目的に照らして、地域貢献活動が適切に行われ、成果を上げているこ

と。 

観点２－１ 大学の地域貢献活動の目的に照らして、目的を達成するためにふさわしい計

画や具体的方針が定められているか。また、これらの目的と計画が適切に公表・周知され

ているか。 

（観点に係る状況）（中期計画番号 K47,48,49） 

 本学部は、熊本大学の地域社会との連携に係る基本方針（資料 C-2-1-1）を踏まえ、地

域社会との組織的な連携の強化や地域社会の課題解決への貢献に努めている。本学部は、

熊本大学及び文部科学省 Web ページで公表されている「ミッションの再定義」において、

「地域密接型を目指す大学として、義務教育諸学校に関する地域の教員養成機能の中心的

役割を担うとともに、熊本県における論理的思考力･表現力育成のためのカリキュラム開発

等の教育研究や子ども理解と教員としての資質育成等の社会貢献活動等を通じて我が国の

教育の発展・向上に寄与すること」をその基本的な目標として掲げている（資料 C-1-1-1

（前掲））。また、地域貢献活動の具体的内容としては、後述するように熊本市教育委員会

との連携事業（資料 C-2-1-2）として位置づけられ周知されているもの（教育相談スーパ

ーバイザー事業、学校教育アドバイザー事業、ユア・フレンド事業（不登校児童・生徒の

支援）、フレンドシップ事業（子どもの体験活動の支援）など）と、各種審議会の委員就任

や出前授業のように教育学部 Web ページで一般に情報提供されているものがある（資料

C-2-1-3）。 
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（資料 C-2-1-1）熊本大学の地域社会との連携に係る基本方針  

   

（出典：同文書） 

 

（資料 C-2-1-2）熊本市教育委員会との連携協力に関する協定書 

 

（出典：同文書） 
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（資料 C-2-1-3）教員免許状更新講習管理システム・出前授業（模擬授業）のご案内  

 

（出典：各 Web ページ） 

（水準） 

 期待される水準を上回る。  

 

（判断理由） 

 「ミッションの再定義」において、「地域密接型を目指す大学」としての社会貢献・地域

貢献の方針が明らかにするとともに、本学の地域社会との連携に係る基本方針を踏まえ、

教育委員会を通じた連携事業に関する情報提供や、各種審議会の委員就任や出前授業に関

する本学部 Web ページでの情報提供などが積極的に行われているため、期待される水準を

上回ると判断した。 

 

観点２－２ 計画に基づいた活動が適切に実施されているか。  

（観点に係る状況）（中期計画番号 K47,48,49） 

 県・市教育委員会との協定に基づき、熊本大学教育学部と熊本県教育委員会との教育連

絡協議会や熊本大学教育学部と熊本市教育委員会との連携協力会議が毎年開催され、連携

事業の企画・運営に関する調整の場となっている（資料 C-2-2-1）。 

 教育委員会との連携事業としては、教育相談スーパーバイザー事業、学校教育アドバイ

ザー事業のように教員のみによるものと、ユア・フレンド事業（不登校児童・生徒の支援）、

フレンドシップ事業（子どもの体験活動の支援）のように学生が参加するものがある。各

事業について要項が定められ、毎年連携協力会議にて実施状況（実施回数・参加者数等）

が報告されている（資料 C-2-2-1（前掲）★）。特に、ユア・フレンド事業、フレンドシッ

プ事業については、毎年成果報告会が行われ、報告書が刊行されている（資料 C-2-2-2）。

教員による地域貢献活動の件数は、研究指定校等での発表会、各種研究会・研修会での指

導助言等（短期兼業）が毎年 300～400 件（平成 25 年度は 371 件）、いじめ対策等に関する

各種審議会・協議会の委員等への就任（長期兼業）（資料 C-2-2-3）が毎年 60～70 件に上

る。 
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★資料：平成 24 年度ユア・フレンド事業報告  

 

★資料：フレンドシップ事業に関する調査票  
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（資料 C-2-2-1）熊本大学教育学部と熊本県教育委員会との教育連絡協議会次第及び熊本

大学教育学部と熊本市教育委員会との連携協力会議次第  

   

（出典：会議資料） 

（資料 C-2-2-2）ユア・フレンド事業及びフレンドシップ事業の報告書  
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（出典：各報告書） 

（資料 C-2-2-3）教育学部教員各種委員等就任状況（平成 23 年度） 

 

（出典：教育学部 Web ページ）  

 

（水準） 

 期待される水準を上回る。  

 

（判断理由） 

 定期的に開催される教育委員会との協議会等を通じ、教育相談スーパーバイザー事業、

学校教育アドバイザー事業、ユア・フレンド事業、フレンドシップ事業など、多様な連携

事業が立案され、実施されている。また、各種研究会・研修会での指導助言等も毎年 300

～400 件、各種審議会・協議会の委員等への就任も毎年 60～70 件に上るため、期待される

水準を上回ると判断した。  

 

観点２－３ 活動の実績及び活動への参加者等の満足度等から判断して、活動の成果が上

がっているか。 

（観点に係る状況）（中期計画番号 K47,48,49） 

 ユア・フレンド事業とフレンドシップ事業は、事業への参加者、実施回数共に多く、教

育委員会との協議会等でも高い評価を受けている（資料 C-2-2-1（前掲）★（前掲））。学

校教育アドバイザー事業は、教育現場での評価が高まるとともに、指導・助言を行う教員

数、活用方法の種類が広がっている（★）。教員研修・授業研究会での指導・助言、その他

の各種審議会・協議会の委員等への就任依頼が絶えないことからも、本学部教員が地域の

教育を支える大きな力となっていることが伺える。  

 

（水準） 

 期待される水準を上回る。  
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（判断理由） 

 ユア・フレンド事業、フレンドシップ事業に関する教育委員会側からの評価の高さ、学

校教育アドバイザー事業の広がり、教員研修・授業研究会での指導・助言、その他の各種

審議会・協議会の委員等への就任依頼の件数が高い水準にある。依頼が一部の教員に集中

する傾向があったが、しだいに是正されてきており、期待される水準を上回ると判断した。  

 

★資料：学校教育アドバイザー事業・教育相談スーパーバイザー事業に関する調査票  

 

 

 

 

観点２－４ 改善のための取組が行われているか。  

（観点に係る状況）（中期計画番号 K47,48,49） 

 ユア・フレンド事業、フレンドシップ事業、教育相談スーパーバイザー事業、学校教育

アドバイザー事業等の組織的な取組みについては、教育委員会との連携協力会議等にて、

前年度の実施状況を踏まえた改善策（事業内容や参加者の募集方法の工夫等）が検討され、

実施されている（資料 C-2-4-1）。 
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（資料 C-2-4-1）熊本市教育委員会との連携協力事業の例  

   
（出典：学校教育アドバイザー事業報告、教育相談スーパーバイザー事業報告） 

 

（水準） 

 期待される水準にある。 

 

（判断理由） 

 上記のような組織的な取組みについては、教育委員会との連携協力会議等で、前年度の

実施状況を踏まえた改善策が検討され、実施されているため、期待される水準にあると判

断した。 
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４．質の向上度の分析及び判定  

分析項目Ⅰ 大学の目的に照らして、社会貢献活動が適切に行われ、成果を上げているこ

と。 

  

改善、向上している。 

 社会貢献の面では、全国に先駆けて行った学習指導要領シンポジウム、教員免許状更新

講習や教育職員免許法認定講習のような組織的な取組と、各教科の教科書や指導要領解説

の執筆などの個人的活動との双方が活発化しているため、向上していると判断した。大き

く向上していると判断しなかった理由は、平成 21 年度からの教員免許状更新講習、平成

22 年度からの学習指導要領シンポジウム以外の主な取組みは、以前からの取組みを継続・

拡充したものだからである。  

 

 

（１） 分析項目Ⅱ 大学の目的に照らして、地域貢献活動が適切に行われ、成果を上げて

いること。 

  

大きく向上している。  

 地域貢献の面では、教育委員会との連携事業として位置づけられた活動が多数存在し、

協議会等を通じて改善が図られていることや、ユア・フレンド事業、フレンドシップ事業

に関する教育委員会側からの評価の高さ、学校教育アドバイザー事業の広がり、教員研修・

授業研究会での指導・助言、その他の各種審議会・協議会の委員等への就任依頼の件数な

どから、大きく向上していると判断した。  
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Ⅴ 国際化の領域に関する自己評価書 
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１．国際化の目的と特徴 

  

熊本大学の国際化戦略・基本ポリシーは以下のようなものである。  

ビジョン：「グローバルなアカデミックハブ（拠点大学）」  

（Academic Hub - Kumamoto University） 

欧米、殊に米国・英国・豪州など、大学の国際展開における先進諸国が注目するア

ジアの教育ハブ（拠点）は、一に中国、二にインド、三に東南アジア諸国（シンガポ

ール、マレーシア等）と言われ、我が国の大学は議論されることすらほとんどない。  

その背景には、国際的な流動性と開放性の不足による日本社会の閉鎖的イメージに起

因するところが大きいが、我々日本の大学がこれまで情報発信の努力を怠ってきたこ

とも重要な一因である。 

日本国内で優秀な能力を発揮する人材であっても国際的にはあまり目立たないこ

とが少なくなく、その最大の原因は、我が国における国際的な人材の流動性が著しく

欠如していることであり、これに関しては大学の責任も重大であると考えている。地

球規模の知識経済や知的文化が発展する現在、世界水準の教育研究の発展と国際的に

通用する人材の育成は喫緊の課題であり、そのためには、国境を越える人材の流動性

とそれに対応した国際的環境の整備が不可欠である。日本社会がグローバル化に適正

に対応するには、まず大学が牽引役としてグローバルな舞台でダイナミックに躍動す

る存在とならなければならない。  

以上のような我が国の社会及び大学に関する問題意識の上に立ち、熊本大学は、地

方に立地する国際的に開かれた国立総合大学としての使命を果たすため、我が国にお

いて国際化の最先端を行く大学として、広く世界に認められるような国際的存在感の

ある「グローバルなアカデミックハブ（拠点大学）」を目指す。  

 以上のようなビジョンを実現するため、以下の三本柱を基本ポリシーとして、国際

化戦略を推進する。 

 

ポリシー：国際的に通用する人材の育成：「グローバルに躍動する熊本大学人」  

グローバル化する知識社会の中で各分野を牽引できる創造的人材の育成を目指し、

国際的な教育研究環境を整備し、世界水準の教育研究を展開する。 

 特に大学院教育については、使用言語・教育内容・国際交流等の面で「国際大学

院」に値する内容とする。  

ポリシー：世界に開かれた知の拠点形成：「熊本から世界へ、世界から熊本へ」  

学生・教員・職員のいずれもが、「熊本から海外へ、海外から熊本へ」と、常に国

境を越えて活躍することによって、アカデミアに新たな発想と刺激をもたらし、活

力のみなぎるイノベーティブな大学を目指す。  

ポリシー：世界に開かれた文化拠点の形成：「熊本から日本文化の的確な発信」  

留学生の日本への理解の深化に努め、わが国の優れた学術・文化を的確に国際社会

に発信する。 

 

教育学部では、上記の熊本大学の国際化の目的に沿って、海外からの留学生を受け入れ、

教育すると共に、海外の大学へ熊本大学の学生を送り出している。  

 

教育学部の国際化の特徴として次の諸点がある。  

（１）大学間交流協定による短期留学生、部局間交流協定に基づく特別聴講学生、研究生

等の受入れを行っている。  

（２）大学間交流協定に基づく学生の派遣留学や部局間交流協定に基づく学生・院生の派

遣留学を行っている。 

（３）部局間交流協定を、韓国の江南大学校  教育学部（学術交流 2002 年、学生交流 2003 



熊本大学教育学部 

69 

 

年より）や台湾の南栄技術学院（ 2005 年より）と締結している。  

（４）．国際交流委員会で留学生研究報告会や国際事業奨学金の選考と成果報告会、教育学

部留学生交流パーティー、留学生との交流散策（バードウォッチング）、留学生紹介

ポスターの掲示等を行っている。   

（５）熊本大学教育学部  国際交流通信誌『水輪』を毎年発行している。  

 

[想定する関係者とその期待 ] 

大学間協定、部局間協定等による海外からの熊本大学教育学部への留学生とその派遣大

学、また、熊本大学教育学部で留学を希望する学生・院生、派遣された留学生、そしてそ

の留学先の大学が想定される関係者である。その期待として、生活環境や教育・研究環境

がよいこと、熊本大学と教育学部の留学生に対する物心両面での支援体制が整っているこ

とが挙げられる。 
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２．優れた点及び改善を要する点の抽出  

【優れた点】 

教育学部では、（１）大学間交流協定による短期留学生、部局間交流協定に基づく特別聴

講学生、研究生等の受入れを行っている。一方、（２）大学間交流協定に基づく学生の派遣

留学や部局間交流協定に基づく教育学部・教育学研究科の学生・院生の派遣留学を行って

いる。また、（３）部局間交流協定を、韓国の江南大学校  教育学部（2002 年より）や台湾

の南栄技術学院（2005 年より）と締結している。このほか、（４）国際交流委員会で留学

生研究報告会や国際事業奨学金の選考やその成果報告会、教育学部留学生交流パーティー、

留学生との交流散策（バードウォッチング）、留学生紹介ポスターの掲示等を行い、（５）

熊本大学教育学部  国際交流通信誌『水輪』を毎年発行している。  

国際交流委員会が定期的に開催され、その中で様々な活動計画が立てられ、適切に実施

されている。それらの活動の中で、留学生の受け入れ人数が増加し（ 2009 年度は 10 人→2013

年度は 27 人）し、留学生の出身国も 2009 年、2010 年の 5 カ国（韓国、台湾、英国、中国、

米国）から、2012 年には 7 ヶ国（台湾、中国、韓国、タイ、英国、米国、ポーランド）と

なり多様化している。 

 

【改善を要する点】 

特になし 

 

 

３．観点ごとの分析及び判定 

分析項目Ⅰ 目的に照らして、国際化に向けた活動が適切に行われ、成果を上げているこ

と。 

観点 国際化の目的に照らして、目的を達成するためにふさわしい計画や具体的方針が定

められているか。また、これらの目的と計画が広く公表されているか。  

（観点に係る状況） 

 熊 本 大 学 の 国 際 化 戦 略 (熊 本 大 学 の 国 際 化 ― 4 つ の 戦 略 ― )と 基 本 的 な ポ リシ ー

（http://uportal.kumamoto-u.ac.jp 参照）のもと、教育学部では国際交流委員会を設置

し、（１）大学間交流協定による短期留学生、部局間交流協定に基づく特別聴講学生、研究

生等の受入れを行っている。一方、（２）大学間交流協定に基づく学生の派遣留学や部局間

交流協定に基づく教育学部・教育学研究科の学生・院生の派遣留学も行っている。また、

（３）部局間交流協定を、韓国の江南大学校  教育学部（2002 年より）や台湾の南栄技術

学院（2005 年より）と締結している（資料 D-1-1-1）。 

 国際交流委員会では年間計画（資料 D-1-1-2）として、（４）国際奨学事業支援奨学金関

連の行事（募集、受給者決定、成果報告会）や教育学部留学生交流パーティー、留学生と

の交流散策（バードウォッチング）、留学生紹介ポスターの掲示等を行っている。これらの

広報は、掲示板やＨＰ、各学科主任や教員へのメール等を使用し、留学生や留学希望者へ

の呼びかけを行っている。さらに、（５）国際交流委員会の活動や留学生の紹介、留学生の

体験記やエッセイ等を、毎年熊本大学教育学部国際交流通信誌『水輪』（資料 D-1-1-3）を

発行・配布し、広報を行っている。（中期計画番号 51、54） 

（水準） 

期待される水準にある 

（判断理由） 

国際化の目的に照らして、目的を達成するためにふさわしい計画や具体的方針が定めら

れているし、これらの目的と計画が教授会や掲示板を利用して広く公表されている。また、

国際交流通信誌『水輪』誌上に毎年の成果を公表し、周知を図っている。  
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（資料 D-1-1-1）部局間交流協定（韓国の江南大学校、南栄技術学院との協定書）  
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 （出典：韓国の江南大学校、南栄技術学院との協定書）  

 

（資料 D-1-1-2）2013（平成 25）年度 国際交流委員会年間行事 

4 月 平成 25 年度前期留学生受入 

6 月 国際奨学事業支援奨学金募集  

教育学部留学生交流パーティー  

8 月 国際奨学事業支援奨学金受給者決定  

10 月 平成 25 年度前期留学生受入 

12 月 留学生との交流散策（バードウォッチイング）  

1 月 教育学部留学生交流パーティー  

3 月 国際奨学事業支援奨学金成果報告会  

国際交流通信「水輪」第 13 号発行 

（出典：熊本大学教育学部  国際交流通信『水輪』第 13 号 2014（平成 26 年 3/ 1 発行） 
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（資料 D-1-1-3）熊本大学教育学部  国際交流通信『水輪』第 13 号の表紙 

 

（出典：熊本大学教育学部  国際交流通信『水輪』第 13 号 2014（平成 26 年 3/ 1 発行） 
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観点 計画に基づいた活動が適切に実施されているか。  

（観点に係る状況） 

国際交流委員会が定期的に開催され、その中で様々な活動計画が立てられ、適切に実施

されている。熊本大学国際奨学事業に関連して、留学希望者にその留学計画の申請に対し

国際交流委員会が審議して奨学金を補助している。その成果についても終了後、報告会を

開催し、報告書の提出を求めている。外国人留学生の成果発表会や留学生交流会も教育学

部（教育学研究科と合同）で開催している。 

2012 年度の活動実績を「水輪第 12 号」から示すと、 

4 月 平成 24 年度前期留学生受入 

6 月 国際奨学事業支援奨学金募集／教育学部留学生交流パーティー  

8 月 国際奨学事業支援奨学金受給者受入  

10 月 平成 24 年度前期留学生受入 

1 月 教育学部留学生交流パーティー／南栄技術学院との交流（台湾から訪問）  

3 月 国際奨学事業支援奨学金成果報告会／国際交流通信「水輪」第 12 号発行 

となっている。（中期計画番号 51、54） 

（水準） 

期待される水準を上回る 

（判断理由） 

国際交流委員会が定期的に開催され、その中で様々な活動計画が立てられ、適切に実施

されている。 

 

 

観点 活動の実績及び学生・研究者の満足度から判断して活動の成果があがっているか。 

（観点に係る状況） 

活動の実績として、留学生の受け入れ人数が（ 2009 年度は 10 人→2013 年度は 27 人）と

増加し、留学生の出身国も 2009 年と 2010 年の 5 カ国（韓国、台湾、英国、中国、米国）

から、2012 年には 7 ヶ国（台湾、中国、韓国、タイ、英国、米国、ポーランド）となり多

様化している。派遣留学生も数には増減があるが、毎年派遣されている（資料 D-1-3-1）。 

 また、熊本大学から予算配分された国際奨学事業支援奨学金を基にして、短期間の海外

研修を支援するため、教育学部・専攻科・教育学研究科の学生・大学院生に国際奨学事業

支援奨学金を支給し、支援している（資料 D-1-3-2）。６月に国際奨学事業支援奨学金募集

を行い、計画書を提出させ、８月にその計画書により国際奨学事業支援奨学金受給者を国

際交流委員会で決定して支給額を配分している。帰国後の３月に国際奨学事業支援奨学金

成果報告会を行っている（資料 D-1-3-3）。 

学生・研究者からの満足度は、教育学部国際交流通信『水輪』の留学生や教員の報告（資

料資料 D-1-3-4）で確認できる。また、派遣留学生は、『水輪』の文章のほかに、熊本大学

国際奨学事業報告書を提出しており（前掲資料 D-1-3-3）、それらから見ても満足度は高い。 

（中期計画番号 51、54） 

（水準） 

 期待される水準を上回る。  

（判断理由） 

活動の実績として、受入留学生の人数が（ 2009 年度は 10 人→2013 年度は 27 人）と増加

し、留学生の出身国も 2009 年と 2010 年の 5 カ国（韓国、台湾、英国、中国、米国）から、

2012 年には 7 ヶ国（台湾、中国、韓国、タイ、英国、米国、ポーランド）となり多様化し

ている。派遣留学生も毎年数人いて、米国、英国、台湾、オーストラリア、仏蘭西等と留

学先が広がってきている点で評価できる。学生・研究者からの満足度も、国際交流通信誌

『水輪』の留学生や教員の報告、熊本大学国際奨学事業報告書等から確認でき、その満足

度は高い。 
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（資料 D-1-3-1）各年度の受入留学生と派遣留学生  

各年度の受入留学生は、 

2009 年特別聴講学生 10 人（韓国 4 人、台湾 2 人、英国 2 人、中国 1 人、米国 1 人） 

2010 年特別聴講学生 10 人（台湾 4 人、韓国 2 人、英国 2 人、中国 1 人、米国 1 人） 

      研究生      2 人（中国 2 人） 

2011 年特別聴講学生 9 人（台湾 6 人、韓国 1 人、中国 1 人、ポーランド 1 人） 

2012 年特別聴講学生 20 人（台湾 10 人、中国 3 人、韓国 2 人、タイ 2 人、英国 1、米

国 1 人、ポーランド 1 人） 

2013 年特別聴講学生 25 人（台湾 10 人、中国 10 人、タイ 3 人、英国 1 人、米国 1 人） 

      研究生      2 人（中国 2 人） 

＊この中には 10 月来日 8 月帰国という留学生もいてそれを差し引くと  

2009 年 特別聴講学生 10 人 

2010 年 特別聴講学生 6 人、研究生 2 人 

2011 年 特別聴講学生 7 人 

2012 年 特別聴講学生 13 人 

2013 年 特別聴講学生 16 人、研究生 2 人 

  

各年度の教育学部からの派遣留学生（年度の重なりを省く）  

2009 年（2 人）：パシフィック大学（米国） 1 人、モンタナ大学（米国） 1 人  

2010 年（5 人）：モンタナ大学（米国）1 人、リーズ大学（英国）1 人、ボルドー第三

大学（仏蘭西）2 人、ニューカッスル大学（オ－ストラリア） 1 人 

2011 年（2 人）：南栄技術学院（台湾） 2 人 

2012 年（4 人）：リーズ大学（英国）2 人、モンタナ州立大学（米国） 1 人、ニューカ

ッスル大学（オ－ストラリア） 1 人 

2013 年（4 人）：モンタナ州立大学（米国） 1 人、モンタナ大学（米国）1 人、リーズ

大学（英国） 1 人、南栄技術学院（台湾）1 人 

５年間で５カ国、通算で 17 名の留学生を派遣 

（出典：教育学部国際交流通信『水輪』９号〔 2010 年 3 月〕～ 13 号〔2014 年 3 月〕） 

 

（資料 D-1-3-2）21～26 年度 国際奨学事業支援奨学金受給者（学部生）  

Ｈ21 年、９人（３年生６人、４年生３人）  

  ３年生：台湾へ６人（各 8.3 万） 

４年生：インドネシア１人（ 18 万）、アメリカ２人（各 20 万）   

計 107.8 万（予算は大学から国際奨学事業 140 万、国際共同教育事業経費 60 万の計

200 万〔大学院を含む〕） 

 

Ｈ22 年、10 人（２年生２人、３年生１人、４年生７人）  

  ２年生：中国・桂林へ２人（各８万）  

  ３年生：中国・桂林へ１人（各８万）  

  ４年生：中国・桂林へ３人（各８万）、連合王国・ロンドンへ１人（ 20 万）、 

連合王国・カーディフ等へ２人（各 15 万）、フランスへ１人（20 万） 

  計 118 万（予算は大学から国際奨学事業 140 万、国際共同教育事業経費 60 万の計

200 万〔大学院を含む〕） 

 

Ｈ23 年、５人（３年５人）：台湾（７万）へ２人、台湾（５万）へ３人  

  計 29 万（予算は大学からの国際奨学事業 140 万〔大学院を含む〕に減額）  

 

Ｈ24 年、８人（２年生３人、３年生３人、４年生２人）  
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  ２年生：タイ・バンコクへ１人（８万）、タイ・バンコクへ１人（４万）、  

フィンランドへ１人（ 20 万） 

  ３年生：台湾へ１人（７万）、イギリスへ１人（ 18 万）、イギリスへ１人（ 10 万） 

  ４年生：韓国へ１人（８万）、アメリカ・モンタナへ１人（ 10 万） 

  計 85 万（予算は大学からの国際奨学事業 140 万〔大学院を含む〕） 

 

Ｈ25 年、７人（３年２人、４年４人、専攻科１人）  

  ３年生：スリランカへ１人（９万）、スリランカ〔盲・襲学校〕へ１人（ 12 万） 

  ４年生：韓国へ１人（５万）、韓国へ１人（３万）、台湾へ１人（３万）、  

カナダへ１人（ 10 万）    

  専攻科：イギリスへ１人（18 万） 

  計 60 万（大学からの予算 100 万〔大学院を含む〕に減額）    

 

Ｈ26 年 学部生０人 

  計０万（大学からの予算 80 万〔大学院を含む〕に減額）全員、院生へ支給    

 （出典：平成 21～26 年度 国際奨学事業支援奨学金受給者選考結果一覧）  
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（資料 D-1-3-3）熊本大学国際奨学事業報告書の一部  

 
                          熊本大学教育学部 分析項目Ⅰ 
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                （出典：平成 25 年度熊本大学国際奨学事業報告書）  

 



熊本大学教育学部 

79 

 

（資料 D-1-3-4）受入留学生の文章と派遣留学生の文章  
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（出典：教育学部国際交流通信『水輪』 13 号〔2014 年 3 月発行〕） 

 

 

観点 改善のための取り組みが行われているか。  

（観点に係る状況） 

 国際交流委員会が年５～６回開催され、取り組みとその結果の検証を行っている（資料

D-1-4-1）。留学生に熊本大学や教育学部に早く馴染んでもらうため教育学部留学生交流パ

ーティー、留学生との交流散策（バードウォッチング）等を行っている（前掲資料 D-1-1-4）。 

また、教育学部学生に向けて、留学生のポスターを掲示することで留学生についての周知

を図っている（資料 D-1-4-2）。（中期計画番号 51、54） 

（水準） 

期待される水準を上回る。  

（判断理由） 

国際交流委員会の開催や教育学部独自の取り組みがあり、留学生の教育、研究、生活面

での交流を図っている点が評価できる。  

熊本大学教育学部  分析項目Ⅰ 

（資料 D-1-4-1）国際交流委員会 会議資料（平成 25 年度 第５回国際交流委員会）  
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（出典：平成 25 年度 第 5 回国際交流委員会  会議資料） 

 

（資料 D-1-4-2）留学生紹介のポスター  

 
 （出典：平成 26 年留学生の紹介ポスターより）  
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４．質の向上度の分析及び判定  

 

分析項目Ⅰ 目的に照らして、国際化に向けた活動が適切に行われ、成果を上げているこ

と。 

 

（記述及び理由） 

「改善、向上している」  

 熊本大学の国際化戦略・基本ポリシーに則して、教育学部では国際交流委員会を組織し

留学生の受入と派遣について協議し、改善を図っている。  

その結果、教育学部への留学生が、2009 年度は 10 人だったのが、2013 年度には、27（実

質 16 人）名と大幅に増加している。また、国別に見ると 2013 年には台湾 10 人、中国 10

人と増加し、出身国も 5 ヶ国から 7 ヶ国に増加した。2009 年から 2013 年の通算の学生数

としては、台湾 32（実質 20）人、中国 20（実質 17）人、韓国 9（実質 8）人、英国 6（実

質 4）人、米国 4（実質 3）人、タイ 3 人、ポーランド 2（実質 1）人と増加している。（年

度をまたがった学生もいるので実質数で見ても増加しているといえる。）  

 教育学部からの派遣留学生も、５年間で５カ国、通算 17 名の留学生がいて、米国、英

国、台湾、オーストラリア、仏蘭西等と留学先が広がってきている。  

熊本大学国際奨学事業に関連して、毎年、短期研修留学希望者にその研修留学計画の申

請に対し、国際交流委員会が審議して奨学金を補助し、短期留学研修の支援を行っている。

その成果報告会を開催し、報告書の提出を求めている。また、外国人留学生の留学生研究

報告会も行っている。大学からの国際奨学事業支援奨学金の額が学部・院生を含め、平成

21、22 年度は 200 万だったが、平成 23、24 年度が 140 万に減り、平成 25 年度は 100 万に

なり、平成 26 年度は 80 万に減額したのが響いて国際奨学事業支援が少なくなったのは残

念なことである。 

国際交流通信誌『水輪』を毎年発行し、留学生の文章を日本語と彼らの母国語で記載し

掲載している。留学生関連の行事や留学生数や留学生や指導教員からのコメントを掲載し

て配布している。 

そのほか、以前から教育学部・教育学研究科独自の留学生交流会を開催していたが、平

成 24、25 年度は、新たに留学生との交流に向けた交流散策（バードウォッチング）の開催

を行い、熊本大学教育学部・教育学研究科にきた留学生との交流を図り、コミュニケーシ

ョンを密にする試みが為されている。  

以上の諸点から「改善、向上している」と判断する。  
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Ⅵ 男女共同参画の領域に関する自己評価書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



熊本大学教育学部 

84 

 

１．男女共同参画の領域の目的と特徴 

 熊本大学教育学部は、平成 19年3月に熊本大学が策定した「熊本大学男女共同参画推進基

本計画」に示された目標と基本方針に則り、男女共同参画社会の実現に向けた基本計画（

第1期；平成19年度～平成28年度）を策定している。  

 熊本大学の各部局の中でも女性教員比率が高い教育学部・教育学研究科には、全学的に

もこの分野でリーダーシップを発揮することが強く求められている。したがって、「熊本

大学男女共同参画推進基本計画」に掲げられた以下の３つの目標を、熊本大学の中でも高

い水準において達成できるよう計画の実行に努めている。  

 (1) 教育・研究及びそれを取り巻く就労・就学環境の整備  

 (2) 男女が共に参画して社会を形成していくための原動力となり、社会で活躍できる  

  人材の育成  

 (3) 男女共同参画社会の形成のための教育・研究の充実  

 

具体的な取組み事項として、熊本大学教育学部・教育学研究科では、「熊本大学男女共

同参画推進基本計画」に示された７つの基本方針に基づき、学部の実態を踏まえながら、

男女共同参画推進のために以下の事項に取組んでいる。  
（１）女性教員の採用・昇任等に関する積極的な取組みの推進  

① 教育学部における平成24～28年度の新規採用教員に占める女性比率を 50％まで増
加させることを目標として努力する。  

  ② 女性教員のいない学科等においては、最低１名の女性教員の採用を図るよう努力
する。 

  ③ 教員等の募集に際して、積極的な広報を行い、女性の応募数の増加を図る取組み  
を推進する。  

  ④ 教員選考に際し、男女別応募者数を人事教授会等において報告する。           
  ⑤ 教育学部教授職に占める女性比率を平成 28年度末までに30％まで増加させること
      を目標として努力する。                      
  ⑥ 人材育成の観点から、副委員長クラスに女性教員の参画を促す。  
  ⑦ 教員の業績評価に当たっては、出産・育児・介護等への従事経験を考慮する。   

 ⑧ 女性教職員に対する大学内外の研修の機会を拡大する。         
 
（２）家庭生活との両立が可能な就労環境の整備                       
  ① 各種委員会・教室会議・教授会等の開催時間に関する９時－ 17時制度の導入を奨

励する。    
  ② 未就学の子どもをもつ教職員に対しては、短時間労働制等の導入、業務内容の緩

和及び教育・研究・事務に関する支援者の配置などの検討を行い、可能なものから
導入する。  

   ③ 小学生以下の子どもをもつ教職員や家族介護の責務を負う教職員に対しては、  
入試や資格試験などの休日出勤の際、子どもの世話や介護を依頼する人がいないな
どの理由がある場合に業務から外すなどの措置を行う。（入試業務等の差し障りの
有無の内容として、育児・介護等の家族状況について記載できるよう措置すること
が望ましい。）                                                     

  ④ 男女を問わず育児・介護休業の取得を促進する。                
  ⑤ 育児・介護休業の取得促進策として、代替要員の速やかな配置を行う。  
  ⑥ 教員における産前・産後休暇及び育児休業取得に伴う代替教員の配置に当たって  
       は、任期付教員の配置を行うよう努める。         

  ⑦  年次有給休暇の取得を促進する。  

 
（３）男女共同参画の視点に立った教育内容の充実と就学環境の整備     
  ① 熊本大学教育学部で学ぶ学生は、将来教育界等における男女共同参画社会を推進

する上で貴重な人材である。本学部の卒業生が、男女共同参画社会の実現へ向けて
中心的役割を果たすことができるよう、男女共同参画の視点を取り入れた授業を充
実させる。        

  ② 学際科目、基礎セミナー等において男女共同参画の視点に立った貢献をする。  
  ③ 教育学部の専門科目等で招聘する現職教員の人選等においては、性別を問わない。 
  ④ 学生へのキャリア教育の一環として、女性現職教員の体験談等を聞く場を設定す  
   る。 
  ⑤ 学部生・大学院生に、女性のロールモデルに関する情報を提供する。    
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   ⑥ 教育学部や教育学研究科では、社会人への授業開放、現職教員の受け入れ等を行  
っていることから、家庭生活と就学を両立させやすい環境の整備に努める。    

 
 （４）人権教育委員会における取組み  
  ① 固定的性別役割分担意識の解消のために、啓発セミナー等を定期的に開催する。  
    ② メンター制度の導入へ向けた検討を行う。  
    ③ 必要に応じて男女共同参画や人権に関する全学的な相談窓口と連携した対応を行
      う。 
    ④ 教育学部（教育学研究科、附属学校園、附属教育実践総合センターを含む）にお

いて、適切に男女共同参画が推進されているか、実態調査等を適宜行い、適切に行
われていない場合は、対処法の検討を行う。  

    ⑤ 熊本大学教育学部における男女共同参画推進に関する基本計画の策定、取組み内  

      容の評価等を行う。  
 
（５）大学内外へ向けた男女共同参画等に関する取組み  
    ① 地域社会における男女共同参画や次世代育成に関する活動に積極的に貢献する。  
      （例）熊本市における子ども輝きプラン授業研究会等への講師派遣などを含む。  
    ② 学外あるいは高校生向けの学部紹介等、教育学部の刊行物に、女性のロールモデ

  ルに関する記事を掲載するなど、男女共同参画の視点を取り入れる。  
    ③ オープンキャンパスや出前講座等の折には、女性教員の研究内容等について、可

  能な限り高校生等に情報提供をする。  
 
（６）附属学校等における取組み  
    ① 附属学校園、附属教育実践総合センター等においても、上記教育学部における男

女共同参画へ向けた取組みを行うものとする。  
    ② 附属学校園の教員の配置に当たっては、熊本県や熊本市との人事交流によるもの

であるため、教育学部における取組み内容として女性教諭比率に関する数値目標を
掲げることは難しい。しかし、熊本県教育委員会等に対して、性別による偏りが生
じない人事を要望していく。  

  ③ 学級担任や校務分掌等の決定に当たっては、性別による偏りが生じないように努
   める。 
  ④ 校務分掌等の負担に性別による偏りが生じている場合には、積極的な解消措置を
   講じる。  
  ⑤ 附属学校園においては、児童・生徒や教育実習生への教育・指導及び研究活動等
   により教職員の業務が過重になりやすいため、教職員の適正なワークライフバラ  
   ンスが保てるよう配慮する。  
    ⑥ 附属学校園の園児・児童・生徒の教育に当たっては、将来男女共同参画社会を  
   担う人材の育成に関わるものであることを留意し、学習指導上、性別による偏り  
   が生じないよう配慮を行う。  
 
 上記に述べた取組み事項を実現させるための基本計画における努力目標一覧を作成して
いる。 
 

推進体制として、                                                      
 １ 熊本大学教育学部人権教育委員会男女共同参画推進会議の設置     

   熊本大学教育学部における男女共同参画推進に関する事項は人権教育委員会におい

て審議する。また、人権教育委員会の下部組織として男女共同参画推進会議を設    

置し、男女共同参画に関する具体的推進内容を検討する（平成 19 年 3 月より）。 

 

教育学部の男女共同参画の特徴として次の諸点がある。  

１．熊本大学の各部局の中でも女性教員比率が高い教育学部には、全学的にもこの分野で

リーダーシップを発揮することが強く求められている。   

２．以下の３つの目標を達成するため、計画・実行を行っている。  

(1) 教育・研究及びそれを取り巻く就労・就学環境の整備  

 (2) 男女が共に参画して社会を形成していくための原動力となり、社会で活躍できる  

  人材の育成  

 (3) 男女共同参画社会の形成のための教育・研究の充実  
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[想定する関係者とその期待 ] 

 教育学部・教育学研究科と附属学校園の教職員とその家族、及び男女共同参画社会とし

ての職場と女性のロールモデルに関する情報を受け取る学生・院生が想定する関係者であ

る。あるべき男女共同参画型社会の職場環境を実現していくことが期待される。  
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２．優れた点及び改善を要する点の抽出  

【優れた点】 

教育学部には 17 の学科があるが、女性教員のいない学科は、平成 21 年度では 17 学科中５

学科だったが、平成 25 年度、26 年度では 17 学科中２学科までに減少した。なお、平成 21

年度より再編された教育学研究科には２専攻８専修あるが、女性教員のいない専修は、平

成 21 年度より０である。 

 また、教授に占める女性比率は、平成 21 年度は 50 名中６名の 12.0％であったが、平成

25 年度は 51 名中 10 名の 19.6％、平成 26 年度は 48 名中 10 名の 20.8％と増加している。 

平成 25 年度より多様な教員人事制度によりシニア教員として採用されたシニア教授を含

めると、平成 26 年度は教授 54 名中 12 名（22.2％）が女性である。 

 平成 24 年度に附属小学校と附属特別支援学校の校長にそれぞれ女性が初めて登用され、

現在（平成 26 年度）３年目の就任中である。  

教育学部の全学委員会参画者数は、35 人中女性９名で 25.7％、教員数の比率が 102 名中

女性 25 名で 24.5％である。この比率は全学の 16.1％に比べると高い数値になっている。  

 更に、男女共同参画の視点に立った授業（家庭経営学・家族関係学等）の開講や従来、

学際科目として開講していた科目をキャリア支援課との連携を一層強化して「社会連携科

目」の「女性と職業」として、平成 23 年度から開講している。 

 男女共同参画推進をテーマとする啓発セミナーを平成 22 年度、23 年度、25 年度と３回

実施している。 

【改善を要する点】 

 特にないが、引き続き、新規採用教員に占める女性比率を高めるよう努力する。  
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３．観点ごとの分析及び判定  

分析項目Ⅰ目的に照らして男女共同参画の活動が適切に行われ、成果を上げているか。  

観点 男女共同参画の組織について  

（観点に係る状況） 
 熊本大学教育学部は、熊本大学が平成19年3月に策定した「熊本大学男女共同参画推進基

本計画」の「Ⅳ 推進体制」（資料 E-1-1-1）に則り、熊本大学教育学部における男女共
同参画推進に関する事項は人権教育委員会において審議し、人権委員会の下部組織とし
て、「男女共同参画推進会議」を設置し（資料 E-1-1-2）、男女共同参画に関する具体的
推進内容を検討している。  

（水準） 

期待される水準を上回る 

（判断理由） 
「熊本大学教育学部人権教育委員会」の下部組織として「男女共同参画推進検討会議」
を設置し、平成19年3月より、男女共同参画に関する具体的推進内容・進捗状況を検討
している。  
 
（資料E-1-1-1）「熊本大学男女共同参画推進基本計画」の「Ⅳ  推進体制」  
１ 熊本大学教育学部人権教育委員会男女共同参画推進会議の設置  
  熊本大学教育学部における男女共同参画推進に関する事項は人権教育委員会にお

いて審議する。また、人権教育委員会の下部組織として男女共同参画推進会議を設
置し、男女共同参画に関する具体的推進内容を検討する（平成 19年3月より）  

（出典：平成25年4月1日現在；『各部局等における男女共同参画推進進捗状況一覧表』
の「教育学部」分）  

 
（資料E-1-1-2） 
熊本大学教育学部人権教育委員会内規（平成 19年3月14日より施行） 
（部会）  
第６ 委員会に、特定の事項を調査・検討するため、部会を置くことができる。  
２ 委員会は、その下部組織に男女共同参画推進会議を置く  
（１）上記会議の構成員３人は、委員の推薦をもって組織する。  
（２）上記会議の議長は、委員の互選による。  
（出典：熊本大学教育学部人権教育委員会内規〔平成 19年3月14日より施行〕）  

 

観点 計画に基づいた活動が適切に実施されているか。  

（観点に係る状況） 

熊本大学教育学部の人権教育委員会において、男女共同参画推進に関する計画を立てて

推進している（資料 E-1-2-1）。その進捗状況を毎年報告している（資料 E-1-2-2）。ま

た、教員公募の書類には男女共同参画推進の観点から選考を行うことを盛り込んでいる

（資料 E-1-2-3）。このほか人事教授会では、男女別応募者数を報告している。  

（水準） 

期待される水準にある 

（判断理由） 

 教育学部における男女共同参画推進進捗状況一覧により活動が適切に実施されているこ

とが判断できる。 

（資料 E-1-2-1）教育学部における男女共同参画推進計画  

教育学部における男女共同参画推進計画 
（１）女性教員の採用・昇任等に関する積極的な取組みの推進  

① 教育学部における平成24～28年度の新規採用教員に占める女性比率を 50％まで
増加させることを目標として努力する。  

 ② 女性教員のいない学科等においては、最低１名の女性教員の採用を図るよう努力
する。 

 ③ 教員等の募集に際して、積極的な広報を行い、女性の応募数の増加を図る取組み
を推進する。  

 ④ 教員選考に際し、男女別応募者数を人事教授会等において報告する。          
⑤ 教育学部教授職に占める女性比率を平成 28年度末までに30％まで増加させるこ
 とを目標として努力する。                       
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 ⑥ 人材育成の観点から、副委員長クラスに女性教員の参画を促す。  
 ⑦ 教員の業績評価に当たっては、出産・育児・介護等への従事経験を考慮する。  

⑧ 女性教職員に対する大学内外の研修の機会を拡大する。         
 
（２）家庭生活との両立が可能な就労環境の整備                       
 ① 各種委員会・教室会議・教授会等の開催時間に関する９時－ 17時制度の導入を奨

励する。    
 ② 未就学の子どもをもつ教職員に対しては、短時間労働制等の導入、業務内容の緩
    和及び教育・研究・事務に関する支援者の配置などの検討を行い、可能なものから
  導入する。  

③ 小学生以下の子どもをもつ教職員や家族介護の責務を負う教職員に対しては、 
入試や資格試験などの休日出勤の際、子どもの世話や介護を依頼する人がいないな
どの理由がある場合に業務から外すなどの措置を行う。（入試業務等の差し障りの
有無の内容として、育児・介護等の家族状況について記載できるよう措置すること
が望ましい。）                                                     

 ④ 男女を問わず育児・介護休業の取得を促進する。                
 ⑤ 育児・介護休業の取得促進策として、代替要員の速やかな配置を行う。  
 ⑥ 教員における産前・産後休暇及び育児休業取得に伴う代替教員の配置に当たって
    は、任期付教員の配置を行うよう努める。         

 ⑦ 年次有給休暇の取得を促進する。  

 
（３）男女共同参画の視点に立った教育内容の充実と就学環境の整備     
 ① 熊本大学教育学部で学ぶ学生は、将来教育界等における男女共同参画社会を推進

する上で貴重な人材である。本学部の卒業生が、男女共同参画社会の実現へ向けて
中心的役割を果たすことができるよう、男女共同参画の視点を取り入れた授業を充
実させる。        

 ② 学際科目、基礎セミナー等において男女共同参画の視点に立った貢献する。  
 ③ 教育学部の専門科目等で招聘する現職教員の人選等においては性別を問わない。 
 ④ 学生へのキャリア教育の一環として、女性現職教員の体験談等を聞く場を設定す  
  る。 
 ⑤ 学部生・大学院生に、女性のロールモデルに関する情報を提供する。    
 ⑥ 教育学部や教育学研究科では、社会人への授業開放、現職教員の受け入れ等を行

っていることから、家庭生活と就学を両立させやすい環境の整備に努める。    
   
（４）人権教育委員会における取組み  
 ① 固定的性別役割分担意識の解消のために、啓発セミナー等を定期的に開催する。 
  ② メンター制度の導入へ向けた検討を行う。  
  ③ 必要に応じて男女共同参画や人権に関する全学的な相談窓口と連携した対応を

行う。 
  ④ 教育学部（教育学研究科、附属学校園、附属教育実践総合センターを含む）にお

いて、適切に男女共同参画が推進されているか、実態調査等を適宜行い、適切に行
われていない場合は、対処法の検討を行う。  

  ⑤ 熊本大学教育学部における男女共同参画推進に関する基本計画の策定、取組み内

    容の評価等を行う。 
 
（５）大学内外へ向けた男女共同参画等に関する取組み  
  ① 地域社会における男女共同参画や次世代育成に関する活動に積極的に貢献する。 
    (例)熊本市における子ども輝きプラン授業研究会等へ男女共同参画についての授

業等の講師派遣などを含む。  
  ② 学外あるいは高校生向けの学部紹介等、教育学部の刊行物に、女性のロールモデ

 ルに関する記事を掲載するなど、男女共同参画の視点を取り入れる。  
  ③ オープンキャンパスや出前講座等の折には、女性教員の研究内容等について、可

 能な限り高校生等に情報提供をする。  
（６）附属学校等における取組み  
  ① 附属学校園、附属教育実践総合センター等においても、上記教育学部における男

女共同参画へ向けた取組みを行うものとする。  
  ② 附属学校園の教員の配置に当たっては、熊本県や熊本市との人事交流によるもの

であるため、教育学部における取組み内容として女性教諭比率に関する数値目標を
掲げることは難しい。しかし、熊本県教育委員会等に対して、性別による偏りが生
じない人事を要望していく。  

 ③ 学級担任や校務分掌等の決定に当たっては、性別による偏りが生じないように努
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  める。 
 ④ 校務分掌等の負担に性別による偏りが生じている場合には、積極的な解消措置を
  講じる。  
 ⑤ 附属学校園においては、児童・生徒や教育実習生への教育・指導及び研究活動等
  により教職員の業務が過重になりやすいため、教職員の適正なワークライフバラン
  スが保てるよう配慮する。  
  ⑥ 附属学校園の園児・児童・生徒の教育に当たっては、将来男女共同参画社会を担

う人材の育成に関わるものであることを留意し、学習指導上、性別による偏りが生
じないよう配慮を行う。 

  （出典：平成 25 年 4 月 1 日現在：『各部局等における男女共同参画推進進捗状況一覧表』

の「教育学部」分） 

 

 

  



熊本大学教育学部 

91 

 

（資料 E-1-2-2）教育学部における男女共同参画推進進捗状況  
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（出典：平成 25 年 4 月 1 日現在：『各部局等における男女共同参画推進進捗状況一覧表

の「教育学部」分） 
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（資料 E-1-2-3）教育学部の教員公募の書類  

 
 （出典：教育学部教員公募文書記載例）  
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観点 男女共同参画が進捗しているか。  

（観点に係る状況） 

  平成 21 年～26 年の男女共同参画推進進捗状況一覧（再掲資料 E-1-2-2）や全学委員会

参画状況検証〔平成 25 年度〕（資料 E-1-3-1）を参照すると、教育学部に於ける男女共

同参画は進捗していることがわかる。教育学部の全学委員会参画者数は、35 人中女性９

名で 25.7％、教員数の比率が 102 名中女性 25 名で 24．5％である。この比率は全学の

16.1％に比べると高い数値になっている。  

 

（水準） 

 期待される水準にある 

 

（判断理由） 

平成 21 年度から 25 年度にかけて新規採用教員に占める女性教員は 27 人中 7 人（資料

E-1-3-1）の 26％である。学科単位でみると、女性教員のいない学科数は平成 20 年度では

5 学科であったが、平成 25 年度では２学科になった。全学委員会参画数も教育学部は男 26

人、女 9 人の 26％の女性比率になっている。教員数も男 77 人、女 25 人の 25％の女性比率

になっている。教育学部の男女共同参画は進捗している。  
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（資料 E-1-3-1）全学委員会参画状況検証（平成 25 年度） 

 

 （出典：全学委員会参画状況検証（平成 25 年度）） 
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４．質の向上度の分析及び判定  

 

（１） 分析項目Ⅰ 目的に照らして男女共同参画の活動が適切に行われ、成果を上げてい

るか。 

 

（記述及び理由） 

 「重要な質の変化あり」、大きく改善、向上している。  

 

男女共同参画推進計画に基づいて、活動し成果をあげている。  

教育学部には 17 の学科があるが、女性教員のいない学科は、平成 21 年度では 17 学科中

５学科だったが、平成 25 年度、26 年度では 17 学科中２学科までに減少した。なお、平成

21 年度より再編された教育学研究科には２専攻８専修あるが、女性教員のいない専修は、

平成 21 年度より０である。 

 また、教授に占める女性比率は、平成 21 年度は 50 名中６名の 12.0％であったが、平成

25 年度は 51 名中 10 名の 19.6％、平成 26 年度は 48 名中 10 名の 20.8％と増加している。 

平成 25 年度より多様な教員人事制度によりシニア教員として採用されたシニア教授を

含めると、平成 26 年度は教授 54 名中 12 名（22.2％）が女性である。 

 平成 24 年度に附属小学校と特別支援学校の校長にそれぞれ女性が初めて登用され（校長

職２名）、現在（平成 26 年度）３年目の就任中である。  

 また、学部委員会の委員長（国際交流委員会、人権教育委員会）や全学委員に女性教員

の積極的な活用が図られている。（教育学部の全学委員会参画者数は、 35 人中女性９名で

25.7％、教員数の比率が 102 名中女性 25 名で 24.5％である。この比率は全学の 16.1％に

比べると高い数値になっている。）  

 更に、男女共同参画の視点に立った授業（家庭経営学・家族関係学等）の開講や従来、

学際科目として開講していた科目をキャリア支援課との連携を一層強化して「社会連携科

目」の「女性と職業」として、平成 23 年度から開講している。 

 また、男女共同参画推進をテーマとする啓発セミナーを、平成 22 年度、23 年度、25 年

度と３回実施している。  

 以上の諸点から、「大きく改善、向上している」と判断する。  
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Ⅶ 管理運営に関する自己評価書 
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１．管理運営の目的と特徴 

熊本大学教育学部の管理運営の領域は、教育学部、養護教諭特別別科、附属教育実践総

合センター、附属学校園（幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校）であり、これらの領

域の管理運営を円滑に行い、諸問題に対応し、改善に努めることを目的としている。  

教育学部には教員養成系の４課程と２つの新課程がある。この６課程は教科毎に 17 学科

分かれ、管理運営は各学科の主任のもと、学科会議で行われる。  

教育学部は、学部長、副学部長（２名）、附属教育実践総合センター長を四役とし、 17

学科から委員を出して各種委員会を構成し、学部の管理運営を行っている。主任会議のほ

か、委員会には〔企画、予算･施設、評価・ＦＤ、教務、厚生・就職、教育実習、人事、教

育活動推進、研究活動推進、入試（拡大入試）、小学校課程、中学校課程、幼稚園教育課程

運営、広報、公開講座、人権、国際交流、紀要編集、情報処理、小学校認定試験、改組検

討と教員養成機能充実、附属教育実践総合センター運営、養護教諭特別別科運営〕の委員

会がある。 

教育学部の管理運営の問題は、教授会で審議・決議を行う（人事は同格人事）。定例（毎

月第２水曜）と臨時（第４水曜等）がある。各種委員会は第１、第３水曜を中心に開催し

ている。事務部は教育学部の事務関係の業務を行い、重要事項である予算・施設委員会や

企画委員会には事務長または副事務長も構成員として参加する。  

熊本県教育委員会との教育連絡協議会や熊本市教育委員会との連携協力会議を開催し、

意見交換を行い、連携強化を行っている。  

熊本市小学校校長会、熊本市中学校校長会等と教育実習連絡協議会を年２回開催し、意

見を伺い問題を協議し改善を図っている  

附属学校園の校長は教育学部の教授が兼任している。附属小学校と附属特別支援は平成

24 年度から女性の校長が担当している。教育学部と附属学校園で「学部・附属学校運営委

員会」を毎月開催し、附属学校園の管理運営上の問題を審議している。このほか「教育学

部・附属学校連絡協議会」を年２回開催して、その中で安全委員会、学部・附属学校研究

連携推進委員会、教育実習支援委員会、運営委員会と連絡協議会を行っている。  

 

教育学部の管理運営の特徴は以下の通りである。  

１．教育学部教授会で審議や決議を行い、各学科 17 学科から委員を出し、各種委員会を構

成し、学部の管理運営を行っている。人事の会議には教授昇任や採用に関する人事案件

は教授以上が審議し、准教授昇任や採用に関する人事案件は教授・准教授で審議し、講

師採用については講師以上が審議するという形態を同格人事と位置づけている。   

２．熊本県教育委員会との教育連絡協議会や熊本市教育委員会との連携協力会議を開催し、

意見交換を行い、連携強化を行っている。  

３．熊本市小学校校長会、熊本市中学校校長会等と教育実習連絡協議会を年２回開催し、

意見を伺い問題を協議し改善を図っている。  

４．附属学校園の校園長は教育学部の教授が兼任している。４名中２名は女性校長である。

「学部・附属学校運営委員会」や「教育学部・附属学校連絡協議会」を開催して、附属

学校園の諸問題を検討し整備・改善を行っている。  

５．教員就職対策の為、学生支援アドバイザー（３名）を雇い、指導の充実を図っている。  

 

[想定する関係者とその期待 ] 

  教育学部の教職員とその家族、教育学部に在籍する学生とその保護者、教育学部の卒

業生、附属学校園の教職員と児童・生徒とその保護者、そして熊本県教育委員会と熊本

市教育委員会や学校現場の教職員が想定する関係者である。管理運営を通して、働きや

すく・やりがいがあり・信頼が有り・学びの環境が整った教育学部、附属学校園である

ことが期待されている。 
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２．優れた点及び改善を要する点の抽出  

【優れた点】 

各種委員会が整備され、そこで検討・審議を行い、教授会で審議と決議が行われ、管理

運営機能が有機的かつ効率的に行われている。人事の会議には教授昇任や採用に関する人

事案件は教授以上が審議し、准教授昇任や採用に関する人事案件は教授・准教授で審議し、

講師採用については講師以上が審議するという形態を同格人事と位置づけている。  

 熊本県教育委員会との教育連絡協議会や熊本市教育委員会との連携協力会議を開催し、

意見交換を行い、連携強化を行っている。  

熊本市小学校校長会、熊本市中学校校長会等と教育実習連絡協議会を年２回開催し、意

見を伺い問題を協議し改善を図っている。  

 「学部・附属学校運営委員会」や「教育学部・附属学校連絡協議会」を開催して附属学

校園（学校評議員やＰＴＡも含む）の意見を聴取して整備・改善を行っている。附属学校

園の校長４名のうち、平成 24 年度から初めて女性管理職として女性校長２名を任用し、女

性の活躍の場を広げた。 

【改善を要する点】 

 教育学部では 17 学科に学生を配属し、各学科において学生の履修指導や就職・厚生の指

導を行っているため、副専攻で各学科に配属された小学校教員養成課程の学生から小学校

教員に特化した指導を行ってほしい旨の要求がある。その要求に対応した組織強化を図る

必要がある。その他、外部評価の体制を整備し、早期に外部評価を行う必要がある。  

 

３．観点ごとの分析及び判定 

分析項目Ⅰ 管理運営体制及び事務組織が適切に整備され機能していること  

観点 管理運営のための組織及び事務組織が、適切な規模と機能を持っているか。また、

危機管理等に係る体制が整備されているか。  

（観点に係る状況） 

管理運営組織として教授会がある。教授会は定例（月１回）と臨時を開催している。人

事は同格人事である。役職員、学科等の組織は（資料 Z-1-1-1）のようになっている。学

部長の下に、管理運営のための教育学部に於ける各種委員会が構成されている（資料

Z-1-1-2）。学部の運営は、各種委員会と各学科の審議や意見を教授会で審議し決定する（資

料 Z-1-1-3 ）。事務組織については、ユニット長の下にチームリーダーがいて、総務系統

と教務系統に分かれ、教務系統は教務担当と教育実習・就職支援担当に分かれて構成され

ている（資料 Z-1-1-4）。 

 連携体制については、管理運営に重要な委員会には事務職員も委員として参加するもの

（企画、予算・施設）と陪席として参加するもの（教務、厚生・就職、教育実習、評価・

ＦＤなど）、参加しないもの（国際交流、紀要編集、人権）等がある。  

 教育学部と四附属学校園では、連絡協議会を年２回開催し（資料 Z-1-1-5）、また毎月、

教育学部附属学校運営委員会を開催（資料 Z-1-1-6）し、四附属学校園の副校長も隔月で

参加する。 

養護教諭特別別科は、「熊本大学規則集（第４編第２章  熊本大学別科）」に則り、運営委

員会を組織し、管理運営を行っている（資料 Z-1-1-7）。 

危機管理については、全学の危機管理マニュアルが熊本大学公式ＨＰに掲載してある（熊

本大学危機管理規則）。教育学部では自衛消防組織編成表、防火対象物実態把握表、予防活

動組織編成表、事務系職員緊急連絡網を作成し（資料 Z-1-1-8）、緊急時に対応している。 

科学研究費補助金等の不正使用防止には、全学の説明会で指導があり、個々に誓約書提

出の義務がある。 

施設整備の安全管理体制も全学の危機管理マニュアルが策定され、指導と監査がある。

諸関係規則の整備状況も全学に規則集があり、教育学部においても規則、内規、申し合わ

せ事項等の整備が行われている。（中期計画番号 67，74，92，93） 
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（水準） 

期待される水準にある 

（判断理由） 

管理運営のための組織及び事務組織が、適切な規模と機能を持っている。また、危機管

理等に係る体制が整備されている。  

（資料 Z-1-1-1）教育学部の役職員、学科、学生の表  
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 （出典：熊本大学教育学部・教育学研究科 Web ページ 

http://www.educ.kumamoto-u.ac.jp/） 
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（資料 Z-1-1-2）各種委員会 
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（出典：熊本大学 Web ページ 

             http://www.kumamoto-u.ac.jp/kyouiku/torikumi/zishitaisei） 
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（資料 Z-1-1-3）教務委員会内規と委員会議事録  
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  （出典：教育学部教務委員会内規と委員会議事録）  
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（資料 Z-1-1-4）教育学部事務チーム（①総務担当、②教務担当・教育実習・就職支援

担当） 

 
 

 

（出典：教育学部事務チーム〔①総務担当、②教務担当・教育実習・就職支援担当〕）  
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（資料 Z-1-1-5）連絡協議会議事録 

 

 

  （出典：教育学部附属学校連絡協議会議事録）  
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（資料 Z-1-1-6）教育学部附属学校運営委員会議事録  

 

 

 （出典：教育学部附属学校運営委員会議事録）  
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（資料 Z-1-1-7）別科運営委員会議事録  

 

 

  （出典：養護教諭特別別科運営委員会議事録）  
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（資料 Z-1-1-8）①自衛消防組織編成表、②防火対象物実態把握表、③予防活動組織編

成表（＊事務系職員緊急連絡網は個人情報のため省略）  

①自衛消防組織編成表、②防火対象物実態把握表、③予防活動組織編成表  
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  （出典：教育学部自衛消防組織編成表、防火対象物実態把握表、予防活動組織編成表） 
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観点  構成員（教職員及び学生）、その他学外関係者の管理運営に関する意見やニーズが

把握され、適切な形で管理運営に反映されているか。  

（観点に係る状況） 

管理運営は、教授会や予算・施設委員会、企画委員会で各学科から意見を聞き反映して

いる。 

附属学校園との運営委員会や連絡協議会を開催し、附属学校園の教職員の要望等を検討

し、給与面、その他、施設整備の改善を行った（資料 Z-1-2-1）。また、附属学校園ＰＴＡ

との意見交換の場を年 2 回、学部・附属学校連絡協議会の中に設け、出された意見・要望

に応えるよう努力している（前掲資料 Z-1-1-5）。 

教育学部長と学生による懇談会が開かれ、学生の要望を聞き（資料 Z-1-2-2-a）、改善に

つなげている（資料 Z-1-2-2-b）。大学本部への学生の要望は学生と学長との懇談会で対処

される（資料 Z-1-2-3）。（中期計画番号 87） 

（水準） 

  期待される水準を上回る。 

（判断理由） 

附属学校園から要望のあった県・市との人事交流教諭の給与面の是正や京町地区臨床心

理士相談回数の増加。附属学校園の設備等の改善（災害用備蓄倉庫の整備や附属小学校の

体育館の改修、教室へのクーラー設置、給食センターの改修。附属特別支援学校校舎の全

面改修。附属幼稚園園舎の改修。中学校の防犯設備の設置等）により要望により審議を行

い、大学本部に要望書を提出し、制度や設備等の改善を多く行った。また、構成員（特に

学生）の要望に対し、教育実習期間中利用できる模擬授業教室の増設措置（平成 24 年度に

２部屋）、教育実習中、事前準備等ができる部屋や共同学習・共同作業ができるようにロビ

ーを改築し学生の学習の場として提供した。 

 

（資料 Z-1-2-1）附属学校園からの要望とその改善状況 

１、附属学校園から要望のあった県・市との人事交流教諭の給与面を県・市の給与水準

に合わせマイナス面を是正した。（平成 22 年 12 月 22 日、第８回学部・附属学校運

営委員会 議事メモの報告参照）  

２、平成 24 年度に、国家公務員の給与削減に伴う附属学校教員の給与の取り扱いにつ

いて要望書を教育学部長から学長に提出した。その後、要望が認められ附属学校教員

の給与の実質減額は成されなかった。（平成 24 年度 学部・附属学校運営委員会  第

２回、第３回、第４回記録参照）  

３、附属学校園の要望により学部・附属学校運営委員会で審議し、本学や学長に要望し、 

設備等の改善を図った（以下一部をあげる）  

 ・京町地区（附中・附小）の臨床心理士の相談回数を週 2 回から増加  

  （平成 25 年 4 月 24 日、第１回学部・附属学校運営委員会議事録  参照） 

 ・附属学校園 4 キャンパスに災害用備蓄倉庫を整備  

  （平成 25 年 7/3、第３回学部・附属学校運営委員会議事録、及び資料７参照）  

 ・附属特別支援学校校舎の改修（平成 25 年 3 月末竣工）  

 ・附属小学校教室へのクーラー設置（平成 25 度学内学内営繕工事） 

 ・附属小学校・附属中学校からの依頼により樹木剪定を行った（高木からの落下予防）  

（平成 25 年 12/20、第 9 回学部・附属学校運営委員会議事録  参照） 

 ・附属小学校の体育館の改修（平成 26 年 3 月末竣工）  

 ・附属幼稚園園舎の改修（平成 26 年 3 月末竣工）  

 ・附属学校に危機管理の為、防犯カメラの設置と電話のナンバーデイスプレイを設置  

  （平成 26 年 1 月附属中学校設置、 3 月附属小学校設置）  

  （出典：教育学部作成資料） 
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（資料 Z-1-2-2-a）Ｈ25 年度の教育学部長と学生代表者による懇談会の資料 

 

（出典：平成 25 年度学部長と学生代表者による懇談会質疑応答） 

 

（Z-1-2-2-b）学生の要望に対する改善状況  

 学生からの要望のうち、  

１、教育実習期間中利用できる模擬授業教室の増設要求については、平成 24 年度に

２部屋〈小学校用１階、中学校用２階〉を作り、提供している。また、電子黒板も

１台一階に設置して利用できるようにした。  

２、教育実習中、事前準備等ができる部屋についての要求には、平成 25 年度より１

－Ａ教室と１－Ｂ教室の提供を行っている。  
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３、学生が集団で作業したり学習したりするスペースを、耐震工事の際に１階ロビー

に設けた。  

４、九州の熊本県以外の教員採用試験の情報をもっと知りたいという要求には、就

職・厚生委員会で教員採用ハンドブックを作成し、その中に掲載し配布している。

また、学生支援アドバイザー室でも試験問題を毎年購入するとともに情報の提供を

行っている。（教員採用試験ハンドブック参照） 

 （出典：教育学部作成資料） 
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（資料 Z-1-2-3）熊大学報 738 号（Ｈ26 年 1 月） 

 

  （出典：熊本大学 Web ページより） 

 

観点 管理運営のための組織及び事務組織が十分に任務を果たすことができるよう、研修

等、管理運営に関わる職員の資質の向上のための取り組みが組織的に行われているか。  

（観点に係る状況） 

 全学で管理運営に係わる教職員の資質向上の為の研修が開催され、積極的に参加してい

る（資料 Z-1-3-1a）（資料 Z-1-3-1b）。教育学部では、日本教育大学協会の全国協議会や九

州支部の協議会が年２回開催され、各種委員会委員長レベルの九州支部の部会も年１回開

かれている。他大学との情報交換や交流で管理運営の資質向上の研修が行われている（資

料 Z-1-3-2）。（中期計画番号 75）。また、学内で開催される情報セキュリティ研修、ハラス

メント対応研究、科研費獲得研修、研究不正防止研修、事務系職員研修も行われており、

それに参加して研修を行っている。  

（水準） 

 期待される水準にある。 

（判断理由） 

全学で管理運営に係わる教職員の資質向上の為の研修が開催されている。教育学部の教職
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員に関しては、日本教育大学協会の全国協議会や九州支部の協議会の中で他大学との情報

交換や交流を通し、資質向上の研修の取り組みが行われている。また、学内で開催される

情報セキュリティ研修、ハラスメント対応研究、科研費獲得研修、研究不正防止研修、事

務系職員研修も行われており、それに参加して研修を行っている。  
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（資料 Z-1-3-1a）平成 25 年度熊本大学事務職員研修実施計画  

 

 （出典：平成 25 年度熊本大学事務職員研修実施計画）  
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（資料 Z-1-3-1b）平成 26 年度熊本大学事務職員研修実施計画  

 

 （出典：平成 26 年度熊本大学事務職員研修実施計画）  
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（資料 Z-1-3-2）平成 26 年日本教育大学協会評議員会、平成 26 年日本教育大学協会九

州地区春季評議員会 
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 （出典：平成 26 年日本教育大学協会評議員会、平成 26 年日本教育大学協会九州地区春季

評議員会資料） 
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分析項目Ⅱ 活動の総合的な状況に関する自己点検・評価が実施されているとともに継続

的に改善するための体制が整備され、機能していること。  

観点 活動の総合的な状況について、根拠となる資料・データ等に基づいて、自己点検・

評価が行われているか。  

（観点に係る状況） 

活動の活性化を目的として、根拠となる資料・データに基づき、活動の自己点検・評価

を行う全学的な「組織評価」を定期的（第１回：平成 19年度、第２回：平成26年度予定）

に実施しており、実施後の自己評価書は、熊本大学公式ＨＰ

（http://www.kumamoto-u.ac.jp/daigakujouhou/kihonjoho/hyouka/hyouka）に掲載してい

る。また、全学的に実施される法人評価及び認証評価の為の自己点検評価も定期的に実施

している。 

教育学部の自己点検・評価は、根拠となる資料やデータ等に基づいて、各委員会〔教務、

教育実習、企画、予算・施設、国際交流〕が行っている。  

個人活動評価は、全学の規定のもと、「教育、研究、社会活動・地域貢献、管理運営」の

４領域に分け、３ヶ年を一区切りとして自己評価を行っている。執行部で評価し、活動が

低調な教員には改善を勧告している（資料 Z-2-1-1）。 

教員養成機能充実、改組検討、組織評価の委員会を設け、教員養成の機能充実と教育学

部の改組等の自己点検・評価を実施している（資料 Z-2-1-2）。（中期計画番号 82） 

（水準） 

 期待される水準にある 

（判断理由） 

 各委員会での自己点検・評価が行われている。個人活動評価も「教育、研究、社会活動・

地域貢献、管理運営」の４領域で教員個人の活動を評価・点検している。また、教員養成

機能充実、改組検討、組織評価の委員会を設置し、自己点検と評価を行っている。 
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（資料 Z-2-1-1）個人活動評価 

 

 （出典：熊本大学評価データベースシステム（ TSUBAKI）の例） 
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（資料 Z-2-1-2）教員養成機能充実委員会や改組検討委員会、組織評価委員会次第 
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  （出典：教員養成機能充実委員会、改組検討委員会、組織評価委員会次第） 

 

観点 活動の状況について、外部者（当該大学の教職員以外の者）による評価が行われ

ているか。 

（観点に係る状況） 

全学的に実施される法人評価、認証評価の自己評価を実施している。法人評価は国立大

学法人評価委員会（毎年度及び第１期：平成 21年度、第２期：平成28年度予定）に、認証

評価は認証評価機関（第１回：平成 21年度、第２回平成27年度予定）に定期的に評価を受

けている。また、平成 26年度に実施する組織評価では、経営協議会で検証を行う。  

教育学部の外部評価として、４月の教育学部入部式時に新入生保護者明会（資料 Z-2-2-1）

を開催し、さらに７月に、教育学部と教育学部後援会の懇談会を開催して、教育学部の現

状、課題、就職状況について説明している（資料 Z-2-2-2）。それらで保護者の意見を聴取

している。 

平成 24～26 年度は教員養成機能充実シンポジウムを開催し、県・市教育委員会や学校現

場の教員からの意見を聴取し、教員養成に活かしている（資料 Z-2-2-3）。このほか、熊本

県教育委員会との教育連絡協議会や熊本市教育委員会との連携協力会議を開催し、意見交

換を行い、連携強化を図っている（資料 Z-2-2-4-ａ,ｂ）。更に、熊本市小学校校長会、熊

本市中学校校長会等と教育実習連絡協議会を年２回開催し、課題・問題を協議し改善を図

っている（資料 Z-2-2-5-ａ,ｂ）。また、平成 26 年度からは熊本市外の教育実習を熊本県

教育委員会と協働して開始し、反省会を９月に行った（資料 Z-2-2-6）。また、平成 26 年

度に県教委・市教委との間に教職大学院設置の為の諮問会議（資料 Z-2-2-7a）を設け、そ

の下部組織の専門委員会（資料 Z-2-2-7b）で教職大学院設置に向けての協議を行っている。

（中期計画番号 82） 

（水準） 

期待される水準にある 

（判断理由） 
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 後援会や保護者、県・市の教育委員会や学校現場からの意見聴取や、熊本市の小・中学

校校長会や熊本市外の教育実習関係校長からの意見聴取により、外部者からの評価を行っ

ている。 

（資料 Z-2-2-1）新入生保護者明会資料  
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 （出典：新入生保護者明会資料および風景）  
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（資料 Z-2-2-2）教育学部と後援会の懇談会資料  

 
   

  （出典：教育学部と後援会の懇談会資料）  

 

（資料 Z-2-2-3）教員養成機能充実シンポジウム（ 2013 年の報告書の表紙） 
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 （出典：平成 25 年 12 月 7 日教員養成機能充実シンポジウム資料） 

 

（資料 Z-2-2-4-ａ,ｂ）熊本県教育委員会との教育連絡協議会資料、  

熊本市教育委員会との連携協力会議資料  

  

  （出典：熊本県教育委員会／熊本大学教育学部の教育連絡協議会資料、熊本大学教育学

部と熊本市教育委員会の連携協力会議資料） 
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（資料 Z-2-2-5）教育実習反省会資料と教育実習運営協議会資料 

  

 

   （出典：教育実習反省会資料と教育実習運営協議会資料） 

 

 

 

 

  



熊本大学教育学部 

135 

 

（資料 Z-2-2-6）平成 26 年度 熊本市外の教育実習反省会資料  

 

 

 （出典：熊本市外での教育実習反省会資料）  

 

 

 

 

（資料 Z-2-2-7a）熊本大学教育学部諮問会議議事概要  
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（出典：熊本大学教育学部諮問会議議事概要） 

 

（資料 Z-2-2-7b）熊本大学教育学部諮問会議専門委員会 議事概要  

 

（出典：熊本大学教育学部諮問会議専門委員会 議事概要）  
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観点 評価結果がフィードバックされ、改善のための取組が行われているか。  

 

（観点に係る状況） 

 教員採用試験対策として、学生支援アドバイザー（シニア教員３名）を雇用し、教員採

用試験指導の充実を図った（資料 Z-2-3-1）。また、新入生学生生活支援講座、キャリア教

育と教員採用対策講座、教育フォーラムを開催した（資料 Z-2-3-2）。施設面では、模擬授

業教室（２部屋設置）、授業のない時に使用できる教室の増加、自習や指導の場の提供を行

った。このほか、１階にコピー機と飲料用自動販売機を設け、さらに固定した喫煙場所を

外に設置した。また、各学科の要望を踏まえ、小回りのきく小規模演習室（２部屋）を設

けた（資料 Z-2-3-3）。熊本県教育委員会からの要望を受け、熊本市以外の協力校で 17 名

（男子 10 名、女子 7 名）が教育実習を行った（資料 Z-2-3-4）。（中期計画番号 82） 

（水準） 

 期待される水準にある 

（判断理由） 

自己点検・評価、外部者による評価をうけて、改善された点が多い。  

 

 

 

 

 

 

 

（資料 Z-2-3-1）①学生支援室利用状況、②教採対策講座受講状況、③学生支援室  
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学生支援室は教育学部本館の一番南にあります。教室札には「Ｓ１０１  学生支援室」と書

いてあります。学生支援アドバイザーは、八間川隆彦シニア教授（元八代第五中学校校長）、

定政節夫シニア教授（元人吉東小学校校長）、上田由理子シニア教授（元・熊本市立城東小

学校校長）です。学生支援室ＨＰ（教育学部ＨＰにリンクあり）  

 （出典：学生支援室利用状況、教員採用試験対策講座受講状況、学生支援室ＨＰ）  
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（資料 Z-2-3-2）新入学学生生活支援講座、教育フォーラムの資料  

 
 

 （出典：新入学学生生活支援講座、教育フォーラム資料）  
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（資料 Z-2-3-3）施設の変化状況がわかる資料（平成 26 年） 

  

（出典：教育学部評価ワーキンググループ収集資料）  

   

 
写真 模擬教室での模擬授業の様子  

      

 

 

 



熊本大学教育学部 

141 

 

 

（資料 Z-2-3-4）熊本市以外での教育実習の実績  

 

 

 （出典：平成 26 年度教育実習参加者名簿（熊本市外）） 

 

 

 

 



熊本大学教育学部 

142 

 

分析項目Ⅲ 教育研究活動等についての情報が、適切に公表されることにより、説明責任

が果たされていること。（教育情報の公表）  

 

 

観点 大学の目的（学士課程であれば学部、学科又は課程等ごと。大学院課程であれば

研究科又は専攻等ごとを含む。）が適切に公表されるとともに、構成員（教職員及び

学生）に周知されているか。  

（観点に係る状況） 

学部や課程ごとの目的を、企画委員会で審議し、教授会で取り決め、学部案内（資料

Z-3-1-1）や教育学部ＨＰ、熊本大学公式ＨＰの「教育研究上の目的」に公表している。  

（中期計画番号 84） 

 

（水準） 

 期待される水準にある 

（判断理由） 

企画委員会・教授会での審議を経て、学部案内や教育学部ＨＰ、熊本大学公式ＨＰの「教

育研究上の目的」にて公表し周知されている。  

 

（資料 Z-3-1-1）教育学部学部案内 

 

理念・目標 

広い視野と深い教養をもった豊かな人間性を基盤とした教員の養成と、地域社会に

おける生涯学習等の指導者の養成のため、教育や地域社会の指導者として必要な基

礎的・専門的な知識・技術を修得させ、併せて主体的な課題探求能力を育成するこ

とを目的とします。 

 （出典：2014 教育学部学部案内） 
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観点 入学者受入方針、教育課程の編成・実施方針及び学位授与方針が適切に公表・周

知されているか。 

（観点に係る状況） 

入学者受入方針、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針が制定され、熊本大学公式

ＨＰに公表されている。（中期計画番号 84） 

（水準） 

期待される水準にある 

（判断理由） 

それぞれが熊本大学公式ＨＰに公表され、周知されている。  

 

 

観点 教育研究活動等についての情報（学校教育法施行規則第 172 条に規定される

事項を含む。）が公表されているか。  

（観点に係る状況） 

熊本大学公式ＨＰに教育研究活動等の情報（学校教育法施行規則第 172 条の規定事項

を含む）が公表されている。  

教育学部の「実践的指導力向上への取組」を作り、広報に活用している（資料 Z-3-3-1）。

（中期計画番号 84） 

（水準） 

 期待される水準にある 

（判断理由） 

熊本大学公式ＨＰに公表されている。また、教育学部の「実践的指導力向上への取組」

を作成し、公表している。  
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（資料 Z-3-3-1）「実践的指導力向上への取組」のパンフレット 

 

  

 （出典：「実践的指導力向上への取組」のパンフレット）  
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分析項目Ⅵ 教育研究組織及び教育課程に対応した施設・設備等が整備され、有効に活用

されていること。（施設・設備）  

 

 

観点 教育研究活動を展開する上で必要な施設・設備が整備され、有効に活用され

ているか。また、施設・設備における耐震化、バリアフリー化、安全・防犯面

について、それぞれ配慮がなされているか。  

（観点に係る状況） 

 熊本大学データ集 2013 に全学の施設・設備状況の記載がある。Ｈ 24 で全国 89.0％に比

して熊大は 87.5％で施設・整備に関しては全国にやや劣る。教育学部の講義室・演習室の

使用状況はデータ集 2013 では、Ｈ24 年度で 21～50 人部屋が 39％、51～100 人部屋が 70％、

101～200 人部屋が 62％、201 人以上の部屋が 80％とその使用率はよく、特に大部屋の使用

率が高い。施設面で学生のニーズに対応するよう努力している（前掲資料 Z-1-2-1）。 

 耐震工事は、教育学部の本館は終了し、東棟がＨ 26 年末完成、西棟が 27 年に計画申請

をしている。バリアフリー化も東棟にもエレベーターを設置する（資料 Z-4-1-1）。安全・

防犯面では防火訓練も毎年行われ、教職員・学生共に参加し、避難経路等の確認等を行っ

ている（資料 Z-4-1-2-ａ）。安全・防犯面も警備体制を業者と契約している（資料 Z-4-1-2-

ｂ）。（中期計画番号 86、87、91） 

（水準） 

期待される水準にある 

（判断理由） 

 施設・設備に関しては、施設・設備は年々向上し、耐震工事も順調でバリアフリー化を

含めた改修ができている。教室使用率もよく、学生のニーズに応えている。  

 

 

  



熊本大学教育学部 

146 

 

（資料 Z-4-1-1）耐震工事・バリアフリー化の改修工事シート 

 
 （出典：『教育研究等への効果』に係る重点評価シート）  
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（資料 Z-4-1-2-ａ）防火訓練の概要 

 

  （出典：黒髪北キャンパス防災・消防訓練実施マニュアル（教育学部地区隊））  
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（資料 Z-4-1-2-ｂ）機械警備業務仕様書 

 

 

  （出典：機械警備業務仕様書（改訂版 3-1）） 

 

 

観点 教育研究活動を展開する上で必要な ICT 環境が整備され、有効に活用されて

いるか。 

（観点に係る状況） 

 教員の部屋には学内ＬＡＮが張り巡らされ、学生用には２階パソコン室にパソコン５台、

印刷機２台、各学科にもパソコンや印刷機が設置されている。教育学部では無線ＬＡＮも

整備され、インターネット等が利用でき、学生が演習・レポート時の調査、文章作成等を

行っている。学務情報システムが整備され、学生の履修登録や教員の成績登録もパソコン

で行う。教務係にはノートパソコン４台、プロジェクター９台、移動スクリーン２台があ

り、教員・学生に貸し出している。50 名以上収容の各教室にはプロジェクターとスクリー

ンが、250 名収容の４Ａ教室にはプラスしてＴＶモニターが設置されている。更に、１階

の模擬授業室に電子黒板が１台導入され、模擬授業で活用している。（中期計画番号 89） 

（水準） 

  期待される水準にある 

（判断理由） 

 学内ＬＡＮと無線ＬＡＮが整備され、備え付けのパソコン、貸し出し用のパソコンもあ

る。各教室にプロジェクターとスクリーンが設置され、テレビモニターのついた大教室も

あり、有効に活用されている。  
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観点 図書館が整備され、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な

資料が系統的に収集、整理されており、有効に活用されているか。  

（観点に係る状況） 

 附属図書館は平成 25 年度 10 月にリニューアルした（熊本大学附属図書館ＨＰ参照）。１

階はグループ学習が出来るスペースを置き、別途飲食等が出来るスペースを設けた。２階

にはパソコン 88 台を置き、 ICT 環境、電子ジャーナルの整備も整えた。図書、学術雑誌、

視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料も系統的に収集されている。地下には研究紀要

雑誌が系統的に整理されている。  

教育学部には各学科に図書室または資料室があり、研究教育で必要な資料が収集整理さ

れている。（中期計画番号 87） 

（水準） 

期待される水準にある 

（判断理由） 

図書館が整備され、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統

的に収集、整理されており、有効に活用されている。  

 

 

観点 自主的学習環境が十分に整備され、効果的に利用されているか。  

（観点に係る状況） 

 自主的学習環境としては、附属図書館、教育学部の各学科の図書室・資料室・演習室、

各ゼミの部屋等がある。その他、教育学部では１階ロビーや模擬授業室２部屋（１、２階）、

他に、授業がない時に使用できる教室（１Ａ、１Ｂ）がある。このほか共用スペース１～

４、小規模演習室１、２などがある。（中期計画番号 87） 

（水準） 

期待される水準にある 

（判断理由） 

自主的学習環境として附属図書館、教育学部、各学科の部屋が用意され、これらが有機

的に機能している。 
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４．質の向上度の分析及び判定  

（１） 分析項目Ⅰ 管理運営体制及び事務組織が適切に整備され機能していること。  

 

重要な質の変化あり、「大きく改善、向上している」  

（記述及び理由）   

平成 21 年度より、改組検討委員会と教員養成機能充実委員会が新たに組織され、審議、

検討を行い、シンポジウムの開催、ミッションの再定義等に対応した。  

教育学部と附属学校園で学部・附属学校運営委員会と教育学部・附属学校連絡協議会を

平成 21 年度より整備・強化し、教育学部と附属学校園の管理運営上の諸問題を審議し、改

善・解決してきた。 

 

（２）分析項目Ⅱ  活動の総合的な状況に関する自己点検・評価が実施されているととも

に、継続的に改善するための体制が整備され、機能していること  

 「改善、向上している」 

（記述及び理由） 

平成 21 年度より、改組検討委員会と教員養成機能充実委員会が新たに組織され、教員

養成機能充実委員会企画によるシンポジウムを平成 24～26 年度と開催し、文科省や大学

関係、学部・研究科の教員・学生、県教委や市教委、学校現場の教員から意見を聞き、

教育学研究科のカリキュラム改革に向けての取組を行っている。学生・院生から要望の

あった教員採用試験の対策として、学生支援アドバイザー（シニア教員３名）を雇用し

教員採用試験に関する指導の充実を図った（資料 Z-2-3-1）。施設面では、模擬授業教室

を２部屋作り、自習や指導の場を提供した。また、平成 26 年度に県教委・市教委との間

に教職大学院設置の為の諮問会議（資料 Z-2-2-7a）を設け、その下部組織の専門委員会

（資料 Z-2-2-7b）で教職大学院設置に向けての協議を行っている。それらの中で教育学

部の自己点検・評価を併せて行っている。  

 

（３）分析項目Ⅲ  教育研究活動等についての情報が、適切に公表されることにより、説

明責任が果たされていること。＜教育情報の公表＞  

重要な質の変化あり、「大きく改善、向上している」  

（記述及び理由）   

  教育学部の「実践的指導力向上への取組」を作成し、広報に活用している。  

  

（４）分析項目Ⅳ  教育研究組織及び教育課程に対応した施設・設備等が整備され、有効

に活用されていること。＜施設・設備＞  

重要な質の変化あり、「大きく改善、向上している」  

（記述及び理由） 

  模擬授業教室、共用スペース、小規模演習室、学生支援室が設置され、施設・設備の

整備が行われ、有効に活用されている。  
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